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令和６年第１回和木町議会定例会  

（令和  ６年  ３月４日） 

 

 

○ 議事日程    別紙のとおり  

 

○ 会議に付した事件  

１．報告第 １号 

例月現金出納検査の結果について 

   ２．報告第 ２号 

      和木町手数料徴収条例の一部改正に関する専決処分に

ついて 

   ３．報告第 ３号 

      令和５年度和木町一般会計補正予算（第８号）に関す

る専決処分について 

   ４．議案第 １号 

      令和５年度和木町一般会計補正予算（第９号） 

   ５．議案第 ２号 

      令和５年度和木町国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号） 

   ６．議案第 ３号 

      令和５年度和木町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第４号） 

   ７．議案第 ４号 

      令和５年度和木町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第４号） 

   ８．議案第 ５号 

      令和５年度和木町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   ９．議案第 ６号 

      令和５年度和木町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 
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  １０．議案第 ７号 

      和木町犯罪被害者等支援条例 

  １１．議案第 ８号 

      和木町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例 

  １２．議案第 ９号 

      和木町会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部

を改正する条例 

  １３．議案第１０号 

      和木町職員旅費支給条例等の一部を改正する条例 

  １４．議案第１１号 

      町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を

改正する条例 

  １５．議案第１２号 

      和木町山の手駐車場条例の一部を改正する条例 

  １６．議案第１３号 

      和木町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  １７．議案第１４号 

      和木町介護保険条例の一部を改正する条例 

  １８．議案第１５号 

和木町道海公園条例の一部を改正する条例   

１９．議案第１６号 

      和木町住宅建設奨励金条例の一部を改正する条例 

２０．議案第１７号 

      和木町営住宅条例の一部を改正する条例 

２１．議案第１８号 

      和木町営その他住宅管理条例の一部を改正する条例 

２２．議案第１９号 

      和木町営蜂ヶ峯住宅管理条例の一部を改正する条例       

  ２３．議案第２０号 

      和木町消防団条例の一部を改正する条例 

  ２４．議案第２１号 

      和木町総合福祉会館の指定管理者の指定同意について 
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２５．議案第２２号 

      和木町蜂ヶ峯総合公園の指定管理者の指定同意について 

２６．議案第２３号 

      和木町公共下水道大竹圧送幹線の建設工事委託に関する

協定の一部を変更することについて 

２７．議案第２４号 

      令和６年度和木町一般会計予算 

２８．議案第２５号 

      令和６年度和木町国民健康保険特別会計予算       

  ２９．議案第２６号 

      令和６年度和木町介護保険特別会計予算 

  ３０．議案第２７号 

      令和６年度和木町後期高齢者医療特別会計予算 

３１．議案第２８号 

      令和６年度和木町簡易水道事業会計予算       

  ３２．議案第２９号 

      令和６年度和木町公共下水道事業会計予算 

  ３３．議案第３０号 

      山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれ

に伴う規約の変更について 
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○出席議員（10 名） 

 

１ 番 

２ 番 

３ 番 

５ 番 

６ 番 

７ 番 

８ 番 

９ 番 

１０ 番 

１１ 番 

 三 分 一  淳 

明 本 光 弘 

津 島 宏 保 

嘉 屋 富 公 

上 田 丈 二 

中 村 充 子 

灰 岡 裕 美 

小 林 秀 嘉 

森 脇 明 美 

兼 本 信 昌 

 

 

 

 

 

 

 

 

副議長 

議 長 

 

 

○説明のため出席した者 

 

町 長 

副 町 長 

企 画 総 務 課 長 

税 務 課 長 

住民ｻｰﾋﾞｽ課長 

都 市 建 設 課 長 

保 健 福 祉 課 長 

教 育 長 

事 務 局 長 

 米 本 正 明 

田 中 雅 彦 

渡 邊 良 平   

坂 本 啓 三 

上 村 克 司 

山 下 純 二 

鳥 枝  靖 

重 岡 良 典 

松 井 敏 浩 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

〃 

 

 

○会議に従事した職員 

 

事 務 局 長 

書 記 

 吉 岡  司 

松 島 久 子     
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開  会   ９時 ００分 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

和木町広報係から議場内のカメラ撮影の許可願いが出てお

りますので、これを許可いたします。 

また携帯電話をお持ちの方は、電源をオフにされるようお願

いいたします。 

 

ただいまから、令和６年第１回和木町議会定例会を開会しま

す。 

 

はじめに、この度の能登半島地震で亡くなられた方々のご冥

福を心よりお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。また、犠牲となられた方々に心から

哀悼の意を表し、1 分間の黙とうを捧げたいと思います。 

皆さんご起立願います。 

黙とう。 

 

黙とうを終わります。ご着席ください。 

 

これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定に

より、２番議員 明本光弘君、３番議員 津島宏保君を指名し

ます。 

 

日程第２ 諸般の報告を行います。 

先の定例会以後、１月３１日～２月１日、東京で全国市議会

議長会基地協議会総会が開催され私が出席しました。  

２月２０日、山口市で山口県町議会議長会定例会が開催さ

れ、私が出席しました。また、同日、山口市で開催された町議

会議員研修会に全議員が出席しました。 

その他につきましては、お手元に諸般の報告として配布して

おりますのでご了承願います。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

津 島 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

次に、本定例会の開催にあたり、議会運営委員会が開催され

ましたので、その結果を委員長から報告願います。 

 議会運営委員会委員長 津島宏保君。 

 

 津島宏保君。 

 

議会運営委員会からご報告いたします。 

町長より、本日３月４日議会が招集されたことに伴い、２月

２２日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について次

の通り申し合わせを行いました。 

本定例会に付議されております案件は、報告３件、議案３０

件でございます。 

本定例会の議会運営でございますが、本日、初日に報告第１

号から第３号、議案第１号から議案第３０号までの議案説明と

質疑を行い、報告第２号と第３号は討論、採決まで行います。 

６日は一般質問、７日は総務文教常任委員会、広報広聴常任

委員会、８日は民生建設委員会を行います。 

議案第２４号から議案第２９号、令和６年度予算案につきま

しては、議長を除く、全議員による予算特別委員会を設置し、

１１日、１３日、１４日に予算特別委員会を行い、申し合わせ

により、委員長に嘉屋議員、副委員長に上田議員とし内容を審

査することとします。 

最終日は３月１５日で、討論、採決を行うこととします。  

よって、本定例会の会期を、本日、３月４日から３月１５日

までの１２日間とし、日程はお手元に配布しておりますとおり

でございます。 

皆様のご理解とご協力を申し上げ、以上、議会運営委員会か

らの報告といたします。 

議会運営委員会委員長 津島宏保 

  

以上で、諸般の報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

米 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

おはかりします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月１５日までの１２日間としたいと思いますが、 

ご異議はありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、本定例会の会期は、本日から３月１５日までの

１２日間とすることに決定いたしました。 

 

日程第４ 行政報告について 

町長の報告を求めます。米本町長。 

 

皆さん、おはようございます。 

行政報告をさせていただく前に、先程黙祷を捧げさせていた

だきましたが、令和６年の元旦に発生いたしました能登半島地

震によりお亡くなりになられました方々とそのご遺族に対し、

深く哀悼の意を表しますと共に、被災された全ての方にお見舞

いを申し上げます。 

また被災者の救援と被災地支援のためにご尽力をされてい

る方々に心より敬意を表する次第でございます。被災地では厳

しい寒さの中苦しい生活が続いておりますが、皆様の安全と一

日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。 

皆様ご承知のとおり、地震災害は、時と場所を選ばず突然襲

ってまいります。大災害の初動に対して、私ども自治体は全く

の無力であり、平素から少しずつ準備を重ねてはおりますが、

なすすべが無いことは真実でございます。町民の皆様には、ま

ずは自助ということで当座を凌げる持出袋など最低限の準備

をお願いしたいと思います。 

それでは、本日は町制施行５０周年記念事業の総括とその他

６件の事柄についてご報告を申しあげます。 
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まずは、町制施行５０周年記念事業の総括についてでござい

ます。 

皆様ご存じの通り、和木町が昨年４月１日に町制施行５０周

年を迎えたことから、今年度は大小数多くの記念事業を実施し

てまいりました。 

記念事業の実施にあたっては基本理念を「町民一人ひとりが

主人公として祝い、すべての人が笑顔にあふれ、わきあいあい

と楽しむことができる事業を開催する」と設定し、「小さなお

子様からご高齢の方まで、すべての町民の皆様がいずれかに参

加できるような記念イベントを実現していくこと」を目指して

まいりました。 

それでは主な記念事業を振り返ってみたいと思います。  

最初の記念事業は、ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の体操

のお兄さんで有名な、佐藤ひろみちさんをお招きし、５月に親

子体操教室と講演会を開催いたしました。また同じく５月に現

在、和木町ＰＲ大使である村井優さんが企画した「Ｗaki-Hachi 

Festival」を開催し、早朝の気球搭乗体験、夜のバルーンラン

タン打ち上げなど、盛りだくさんの内容で、町内外から多くの

方にお越しいただきました。 

７月には町内の小中学生を対象に、英語の実践力及び運動能

力の向上を図ることを目的とした「イングリッシュスポーツキ

ャンプ」を開催、そして８月には和木中学校グラウンドを会場

に、全町民の皆さまを対象とした「和木町盆踊り大会」を実に

３０年ぶりに開催いたしました。企画段階から準備にわたっ

て、和木町盆踊り保存会をはじめ、多くの地域の方々が関わっ

てくださったからこそ実現できた、町民の方々の絆が深まる素

晴らしいイベントであったと感じております 

１１月には多くのご来賓と町民の皆さまのご臨席のもと、町

制施行５０周年記念式典を挙行し、ご来賓から心のこもった祝

辞を頂くとともに、本町発展のために永年ご尽力をいただいた

個人や団体の方々に感謝を伝える表彰式が行われ、ダンスやコ

ーラスのアトラクションに華を添えて頂き、多くの方々から町

制施行５０周年に相応しい、厳かな中にも温もりが感じられ
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た、素晴らしい式典とのお言葉を頂きました。 

また、２６日には岩国藩鉄砲隊保存会をお呼びしたチャンバ

ラ合戦やアーバンスポーツイベントも同時開催をしたところ

でございます。 

１２月には文化協会主催の「WAKI コンサート 23」におい

て５０周年企画「第九を歌おう」で和木町初となるベートーベ

ンの交響曲第９番第４楽章の大合唱が４人のソリストをお招

きし開催をされました。 

 当日私も拝聴させて頂きましたが、ソリストの方の圧倒的な

声量に魅了された、感動的なコンサートとなりました。ご指導

いただきました村上先生をはじめピアノを連弾されたピアニ

ストのお二人、そして開催にご尽力いただいたすべての方々に

感謝申し上げる次第でございます。 

そして年明けの１月１１日には、女優でありタレントの友近

さんを講師にお迎えし、町制施行５０周年記念講演を開催いた

しました。講演では、友近さんの夢であったお笑い芸人になる

までの、学生時代のエピソードやアルバイトの際の経験談など

を面白おかしく紹介し、会場を沸かせました。「人生一度きり。

とにかくチャレンジ」をモットーにいろんなことに挑戦され、

様々な出会いが、今のタレント活動につながっていることをお

話されました。この講演会をもって、町制施行５０周年記念事

業の主だった事業は無事終了となりました。 

私は式典や各種の記念事業を通じて、町制施行５０周年のキ

ャッチフレーズである「笑顔つなぐ つなげる、和木のここ

ろ・未来。」のとおり、この半世紀におよぶ和木町の歩みを、

町民の皆さまと共有することができ、未来の世代に笑顔あふれ

る和木町の魅力をつないでいく大きな節目の年になったので

はないかと思っております。 

和木町の歴史を６０周年、８０周年へと未来へつなげて参り

たいと考えておりますので、皆様には今後とも変わらぬご支援

とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

以上、町制施行５０周年記念事業の総括とさせていただきま

す。 
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次に、村重杏奈さんの和木町ＰＲ大使の委嘱についてでござ

います。 

町では、昨年８月に「和木町ＰＲ大使制度」を創設し、和木

町のイメージ向上と地域の活性化などを図るために、現在１名

の方を大使に委嘱し、町のＰＲにご協力いただいております。 

この度、アイドルグループＨＫＴ４８の元メンバーで、現在

はバラエティ番組やモデル業など、マルチに活動されているタ

レントの村重杏奈さんに和木町ＰＲ大使として就任していた

だき、去る２月２６日に委嘱状交付を執り行いました。 

小さな時から見知っておりました村重さんが立派に成長し

大活躍され、この度和木町ＰＲ大使をお引き受け頂きましたこ

とは私も大変嬉しく思っているところでございます。  

和木町で生まれ育った村重杏奈さんには今後、出演メディア

やＳＮＳなどを通じて、和木町の魅力を全国にＰＲしていただ

きたいと思います。 

以上、村重杏奈さんの和木町ＰＲ大使の委嘱についての報告

とさせていただきます。 

３番目として、低所得者への給付金事業についてでございま

す。 

価格高騰による生活の負担を軽減するため、特に家計への影

響が大きい住民税非課税世帯等を対象とした１世帯あたり７

万円の給付につきましては、２月９日から順次、支給をしてお

ります。支給対象者に確認書を送付するプッシュ型で、支給対

象世帯は５３０世帯であり、２月２０日現在で、４４９世帯に

支給を致しました。 

また、２月１５日付で専決処分させていただきました住民税

均等割のみ課税世帯への１０万円の給付及び、低所得世帯の児

童への５万円の給付につきましては、均等割のみの課税世帯は

２００世帯、対象児童は１００人を見込み、３月中旬からプッ

シュ型で支給する予定としております。いずれも物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用しての事業となります。 

 以上、低所得者への給付金事業についての報告とさせていた

だきます。 
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次に、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金及び和木町子

育て給付金の支給についてでございます。 

昨年３月に政府が閣議決定し、本年２月末を申請期限として

おりました低所得者の子育て世帯に対する生活支援特別給付

金、子ども１人当たり５万円の給付するものでございますが、

この給付金につきましては、対象児童３８人２１世帯に対し、

総額１９０万円を支給いたしました。 

また、昨年１１月に閣議決定された物価高騰対策として各自

治体に交付される重点支援地方交付金を活用した和木町子育

て給付金、こちらは子ども１人につき１万５千円を給付する、

町独自の給付金でございますが、こちらにつきましては、２月

末時点で対象児童１,１３７人６０８世帯に対し、総額１,７０

５万５千円を支給したところでございます。 

以上、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金及び和木町子

育て給付金の支給についての報告とさせていただきます。 

次に５番目として、粗大ごみ等を直接搬入する際の手順等の

変更についてでございます。 

本年４月１日から、和木町クリーンセンターに粗大ごみ等を

直接搬入する際の手順等を変更いたします。これまでは、役場

窓口で受付・料金の支払いを行った後、クリーンセンターに搬

入していただいておりましたが、今後は役場窓口にお越しいた

だくことなく、搬入先のクリーンセンターで直接、受付・料金

の支払いを行っていただくこととなります。 

また、併せて料金及び１日当たりの搬入回数の上限が変更と

なります。詳細につきましては、新年度のごみカレンダーでご

確認をお願いいたします。 

以上、粗大ごみ等を直接搬入する際の手順等の変更について

の報告といたします。 

次に６番目として、和木町二十歳のつどいについてでござい

ます。 

 １月６日、文化会館において、和木町二十歳のつどいを開催

いたしました。名称を「二十歳のつどい」に変更してから２回

目となる今年、対象者は、和木小学校、和木中学校を卒業した
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議 長 

 

 

方など６８名で、そのうち５０名の方が式典に出席されまし

た。 

この式典には、小学校、中学校時代の恩師もお招きし、和木

町の未来を担う若者に対し、温かい餞の言葉を頂きました。  

式の締めくくりには、今年の「二十歳のつどい実行委員会」

代表者上村優芽さんから、家族、地域の皆様への感謝の言葉と

ともに、「他の人を思いやり、多様性を受容する社会環境がさ

らに広がることで全ての方が人生を幸せに暮らせることを願

います」と抱負を述べられました。 

以上、和木町二十歳のつどいについてのご報告とさせていた

だきます。 

最後に、日米交流事業についてご報告申し上げます。 

１月８日、和木小学校で、アメリカ海兵隊岩国基地の子ども

と和木町の小学生が参加し、中国四国防衛局の主催で和木町新

春日米交流書初め会が開催されました。 

書初め会のスタートは、広島県立大竹高校書道部の皆さんに

よる書道パフォーマンスが行われ、「飛躍・挑戦・夢」を書き

上げ、明るく、力強いメッセージを頂きました。続いて行われ

た書初めでは、日米の子どもたち３０名が、同書道部の先生と

生徒・スタッフから、筆づかいや文字の書き方など指導を受け

たのち、見本の「書」をお手本にしながら、自分の気に入った

漢字やひらがなを選び、思い思いに書道を楽しみました。 

書道の後、子どもたちは、羽根つきやけん玉、凧揚げなど、

日本の伝統的な遊びを通じて日米の交流を深めました。  

また、この書初め会の作品は、１月９日から１月２１日まで、

文化会館ホワイエで展示を行い、多くの方々にご覧をいただい

たところでございます。 

以上、日米交流事業についての報告とさせていただきます。 

これを持ちまして行政報告とさせて頂きます。 

 

日程第５ 報告第１号 例月現金出納検査の結果について 

監査委員から、お手元に配布してありますとおり、例月現金

出納検査の結果の報告がありましたのでご了承願います。 
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日程第６ 報告第２号 和木町手数料徴収条例の一部改正に

関する専決処分について 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

上村住民サービス課長。 

 

報告第２号 和木町手数料徴収条例の一部改正に関する専決

処分についてご説明いたします。 

本報告は地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処

分した和木町手数料徴収条例の一部改正について、同条第３項

の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。  

本専決処分では、昨年１２月６日に公布された、「地方公共

団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」に基

づき、和木町手数料徴収条例について、所要の改正を行ってお

ります。 

改正の概要ですが、本年３月１日から、戸籍法の一部改正に

より「戸籍の広域交付」や「戸籍電子証明書提供用識別符号」

の発行等が始まったことから、その手数料額等について定めた

ものでございます。 

主だった改正点につきまして、簡単にご説明させていただき

ます。３点ほどございます。 

まず、１点目でございますが、戸籍謄本及び除籍謄本の広域

交付に係る規定を加えております。広域交付とは和木町に本籍

が無い方でも和木町の窓口で戸籍の請求が可能になるもので、

１通あたりの手数料額は本籍地での交付と変わらず戸籍謄本

４５０円、除籍謄本７５０円でございます。 

次に、２点目ですが、「電子証明書提供用識別符号」の発行

に係る規定を加えております。現在、行政手続きのために各機

関に紙ベースの戸籍謄本等を添付する場合がありますが、今

後、市区町村の窓口で交付された識別符号を行政機関に提出す

ることにより、戸籍謄本等の添付を省略することが可能となる

予定です。 

この識別符号の発行に係る手数料は、戸籍電子証明書が４０

０円、除籍電子証明書が７００円となります。 
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 最後に３点目ですが、「届書等情報内容証明書」の交付や閲

覧に係る文言を加えております。これは、「出生届や婚姻届と

いった各種届出書類を画像として取り込んだもの」を証明書と

して交付したり、閲覧請求したりするものです。手数料につい

ては、証明書交付、閲覧、どちらも３５０円となります。 

なお、本改正は令和６年３月１日付けで施行しております。 

以上で、報告第２号、和木町手数料徴収条例の一部改正に関

する専決処分についての説明を終わります。 

 

報告第２号について質疑を許します。 

なお、質疑は簡潔に、答弁は丁寧にお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

  

上田丈二君。 

 

質問させていただきます。今回、戸籍電子証明書、除籍電子

証明書が符号で発行されるということで便利になったと思う

んですけども、こういったものはどういったものに使われるん

でしょうか。 

 

上村課長。 

 

はい、お答えいたします。この戸籍電子証明書というのはで

すね、電子証明書自体を発行するものでございませんで、識別

符号という１６桁の番号を発行するようになります。その番号

をですね、今後いろいろな行政機関の申請手続きの際に提出、

もしくは記入していただければですね、戸籍謄本を添付したと

同じような形になるということでございます。 

ただ、まだですね、今想定されておるのはパスポートの申請

にですね、そういったことを利用するっていうことが令和６年

末に一応想定されておりますが、それ以外は特に今のところは

ございません。 
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サ ー ビ ス 

課 長 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

上田丈二君。 

 

大変便利になってよかったと思うんですけども、今回、専決

処分に至った理由についてはどういった事情なんでしょうか。 

 

上村課長。 

 

閣議決定されてですね、うちの方に通知が来たのが１２月６

日ということで、議案の上程が間に合わなかったということで

ございます。 

 

上田丈二君。 

 

すみません、もう１つお聞きしますけれども、今度の料金改

正については全国一律に全部同じということでよろしいでし

ょうか。 

 

上村課長。 

 

はい、全国標準条例なので一律でございます。 

 

 

 

他に質疑はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 
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議 長 
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討論がないようですので、討論を終結し採決に入ります。 

報告第２号 和木町手数料徴収条例の一部改正に関する専決

処分について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

全員挙手。 

 

したがって、報告第２号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第７ 報告第３号 令和５年度和木町一般会計補正予算

（第８号）に関する専決処分について 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

報告第３号 令和５年度和木町一般会計補正予算（第８号）

に関する専決処分についてご説明いたします。 

この報告は、国が行う物価高対策、低所得者支援や定額減税

を補足することを目的として、低所得の子育て世帯及び住民税

均等割のみ課税されている世帯に対して、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金を活用した生活支援給付事業を実施す

るにあたり、必要な予算措置を行うため、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、専決処分書のとおり歳入歳出予算の補

正をさせていただきましたので、同条第３項の規定により町議

会に報告し、承認を求めるものでございます。 

２ページをお開きください。補正予算の概要といたしまして

は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,０５４万８千円を

追加し、予算総額を４７億２,６５５万２千円とするものでござ

います。 

４ページ歳出の方からご説明いたします。詳細は１２ページ

になります。款３ 民生費 社会福祉総務費において、子育て世

帯等への給付金合計２,５００万円、均等割りのみ課税世帯分と

こども一人あたり加算分と合計でございます。と事業実施に必

要な事務費として、通信運搬費とシステム改修費を計上してい

ます。 



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 
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議 長 

 

鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

戻りまして３ページ歳入についてご説明します。詳細は１０

ページでございます。款１５国庫支出金の増額は、本事業実施

の財源として交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金を２,１０９万１千円増額、また、款１９繰入金では、歳

入歳出調整のため財政調整基金の繰入額を９４５万７千円増

額しています。 

以上で、報告第３号の説明を終わります。 

 

報告第３号について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 上田丈二君。 

 

 歳出１２ページ 民生費 社会福祉費 電力ガス食料品等価格

高騰重点支援給付金事業３,０５４万８千円について伺います。 

 今回、国の交付金が財源として実施されているわけですけれ

ども、この非課税世帯が対象と聞いておりますけれども、対象

者世帯数について教えていただきたいと思います。  

 

 鳥枝課長。 

 

 予算上では均等割のみ課税世帯２００世帯、それから子ど

も、児童対象は１００人と予算上見込んでおりますけれども、

今処理を実施しておりまして、均等割りのみ課税が１２７世

帯、児童につきましては８６人、今現在はその数字が出ており

ます。 

 

 よろしいですか。上田丈二君。 

 

 今回ですね、国からは２,１０９万円の交付となっております

けれども、この差額は出ておりますけれども、この差額につい

ては国からの補助交付というのはあるのでしょうか伺います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 鳥枝課長。 

 

 今後、国から交付があり、事業実施後にですね、精算される

ものであります。 

 

 よろしいですか。はい。 

 他に質疑はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。

討論はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

討論がないようですので、討論を終結し採決に入ります。  

 

報告第３号 令和５年度和木町一般会計補正予算（第８号）

に関する専決処分について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 全員挙手。 

 

したがって、報告第３号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第８ 議案第１号 令和５年度和木町一般会計補正予算

（第９号） 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第１号 令和５年度和木町一般会計補正予算（第９号）

についてご説明申し上げます。 

補正予算の概要といたしましては、既定の歳入歳出予算の総

額から、それぞれ１億１,６５６万４千円を減額し、総額を４６



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

億９９８万８千円とするものでございます。 

今回の補正予算は、歳出各費目の減額補正が主なものです

が、加えて米空母艦載機部隊配備特別交付金を活用した基金へ

の積立を増額するなど、決算見込みに応じて予算額の調整を行

なうものでございます。 

 それでは、第１表歳入歳出予算補正の３ページ歳出からご説

明申し上げます。費目ごとの詳細は２３ページからとなりま

す。 

款１議会費は決算見込みから視察研修等の費用弁償を４０

万円減額しています。 

款２総務費は職員給与費９００万円の減額、減債基金積立金

１,４５８万円の増額、土地開発公社貸付金１,８５０万円の減

額、ふるさと納税にかかる経費９８０万円を減額しています。

また、来年度実施される定額減税に伴って必要となるシステム

改修費２８４万４千円と戸籍附票システム改修費として２９

２万６千円を計上し、その他各項における決算見込みにより、

総務費全体で２５８４万３千円を減額しています。 

 ２７ページからの款３民生費でございますが、２,０６８万４

千円の増額となっております。健やか安心基金積立金５,６２４

万５千円の増額、障害児通所給付費３００万円の減額、敬老金

２７０万３千円の減額、児童手当１,３１５万５千円の減額のほ

か、特別会計への操出金の減額などを行うものです。  

 ３１ページから款４衛生費６,７５８万４千円の減額は、予防

接種事業計１,７３０万円の減額、新型コロナワクチン体制確保

事業２,６５６万１千円及び新型コロナワクチン接種事業１,２

８４万円の減額、一般廃棄物リサイクル委託料３００万円の減

額、し尿処理手数料５０万円の増額などが主なものです。 

３７ページ款７土木費２,９４６万８千円の減額につきまし

ては、道路整備事業における町道改良工事５００万円の減額、

公共下水道事業特別会計操出金２,２８０万円の減額、緑ヶ丘団

地解体工事１４９万円の減額が主なもので、その他、各項にお

いて決算見込みに応じたものです。 

 ３９ページ款８消防費は、Ｊアラートアンテナ設置工事の事
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業費確定に伴い、４０万円の減額を行うものです。 

 ３９ページ以降、款９教育費では、中学校の教職員用のパソ

コンリース料１２７万７千円の減額、国際交流事業について、

６８５万円の減額などを行い、その他決算見込みにより、全体

で１,３５５万３千円の減額となっております。 

続きまして、１・２ページ歳入についてご説明申し上げます。 

詳細は１０ページからでございます。 

１０ページ款１町税１,８２８万８千円の増額は、町民税（個

人１１０万円・法人税１,７１８万８千円）の増額を行うもので

ございます。 

款３利子割交付金５０万１千円の減額、款６法人事業税交付

金２８１万２千円の増額、款７地方消費税交付金１,３８３万７

千円の増額、環境性能割交付金４３万２千円の増額。続いて、

地方交付税３ ,３６３万円の増額、款１４使用料及び手数料   

３５５万１千円の減額、これらにつきましては、いずれも国の

通知及び決算見込みに応じて調整するものでございます。 

款１５、１２ページからですが、国庫支出金３,９４１万１千

円の減額につきましては、児童手当国庫負担金９０８万円の減

額、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金１,１６

９万円の減額、社会保障・税番号制度システム整備費補助金２

９２万６千円の増額、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金２８４万３千円の増額、米空母艦載機部隊配備特別交付金の

４０４万１千円増額、新型コロナウイルスワクチン接種対策確

保事業費国庫補助金２,７１１万７千円の減額などを行うもの

です。 

１６ページから、県支出金４６５万１千円の減額は、児童手

当県負担金１７６万６千円の減額、国保保険基盤安定負担金１

０８万円の減額が主なもので、その他は、各項におきまして決

算見込み額によるものでございます。 

１８ページ、１９ページ、款１７財産収入は、町道蜂ヶ峯公

園線用地として町有地を売却したことにより２４６万１千円

を増額しております。 

款１８寄付金は、本年度のふるさと納税の決算見込みにより
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２００万円を減額しております。 

款１９繰入金１億２,０５２万８千円の減額は、歳入歳出調整

により財政調整基金繰入金を１億１,０１３万８千円減額、健や

か安心基金・地域振興事業助成基金・すくすくこども基金・公

共施設等総合管理基金の各基金につきましても事業の決算見

込みに応じて減額して、繰入を行うこととしております。 

２０ページから、款２１諸収入１,２８２万２千円の減額は、

土地開発公社貸付金収入１,８５０万円の減額、自治宝くじ助成

金２３７万円の増額、管外園児こども園受託費３７０万３千円

の増額などを行うものです。 

 款２２町債４５０万円の減額につきましては、各事業の入札

による減額などに伴い借入額を変更することに伴うものでご

ざいます。 

 なお、今回補正後の財政調整基金の残高につきましては１４

億２，４９０万円になる予定としております。 

 戻りまして次に、４ページ第２表 繰越明許について、ご説

明申し上げます。 

 定額減税に係る住民税システム改修業務２８４万４千円、氏

名の振り仮名法制化に係るシステム改修業務１,０６３万４千

円、価格高騰重点支援給付金給付事業９００万円、新型コロナ

ワクチン体制確保事業３万円、新型コロナワクチン接種事業 

３０万円、横道橋整備事業３,２４９万２千円、装束雨水ポンプ

場改修事業５０７万５千円、蜂ヶ峯高圧ケーブル整備事業９８

２万３千円を翌年度に繰り越すものでございます。 

最後に、５ページ第３表地方債補正につきまして、ご説明申

し上げます。入札による事業費の減額などにより、各事業に係

る借入れ限度額について、町営住宅整備箏業６,３００万円から

６,０１０万円に、小学校屋内運動場改修事業４４０万円から３

８０万円に、総合コミュニティセンター整備事業１,２２０万円

から１,２００万円に、Ｊアラート設置工事事業２７０万円から

２２０万円に、最終処分場水処理施設整備事業４９０万円から

４６０万円にそれぞれ変更して借り入れるものでございます。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

山 下 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

議 長 

 

鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

議 長 

 

本案に対する、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 

 嘉屋富公君。 

 

１点、歳入の方聞かせていただきます。款１４使用料のとこ

ろで蜂ヶ峯公園有料使用料があるんですけど、これ４００万掛

かってます。これの内訳っていうか内容、要因分かれば教えて

ください。 

 

山下都市建設課長。 

 

蜂ヶ峯公園の使用料の４００万円の減額の理由といいます

か要因につきましては、昨年ゴールデンウィークの後半に雨、

天気が雨天だったということと、同じく５月にコロナウイルス

感染症がですね５類に移行したということで、近隣各地でイベ

ントが増えた、そちらの方に来園者が分散したものと考えてお

ります。 

 

他に質疑はございませんか。上田丈二君。 

 

すみません、歳出２９ページ、民生費、社会福祉費の敬老金

支出事業なんですけれども、２７０万３千円の減額となってお

りますけれども理由について伺います。 

 

鳥枝保健福祉課長。 

 

敬老金支給事業の減額につきましては、当初予算の計上した

時点からですね、亡くなった方、それから転出された方がござ

いますのでそれで実績に基づき減額するものでございます。  

 

他に質疑はありませんか。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第９ 議案第２号 令和５年度和木町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号） 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

鳥枝保健福祉課長。 

 

議案第２号 令和５年度和木町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）についてご説明いたします。 

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ９万２千円を減額し、予算の総額を６億８,９９８万５千円と

するものでございます。 

今回の補正は、決算見込みによるものが主なものです。  

２ページの歳出からご説明いたします。 

款１総務費は、決算見込みにより、総務管理費を６１万２千

円減額するものです。 

款６基金積立金は、今回の補正額の歳入歳出を調整いたいま

して５２万円を増額するものです。 

続いて、１ページの歳入についてご説明いたします。  

款３県支出金は、決算見込みにより３３万８千円減額するも

のです。 

款５繰入金は、決算見込みにより一般会計からの繰入金を２

７４万５千円減額するものです。 

款７諸収入は、第三者損害賠償求償金として２９９万１千円

の納入があったため増額するものです。 

 以上で、議案第２号の説明を終わります。 

 

 本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

上田丈二君。 
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上 田 議 員 

 

 

 

議 長 

 

鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 下 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

すみません、歳入の諸収入なんですけども、損害賠償金一般

ってあるんですけども、この内容についてちょっと伺いたい

と思います。 

 

鳥枝課長。 

 

これは交通事故により第三者からの損害賠償金になります。 

 

 

よろしいですか。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第１０ 議案第３号 令和５年度和木町簡易水道事業特

別会計補正予算（第４号） 

日程第１１ 議案第４号 令和５年度和木町公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号） 

 

以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上、一括して執行の説明を求めます。 

山下都市建設課長。 

 

それでは、議案第３号及び議案第４号を一括してご説明させ

ていただきます。 

まず、議案第３号、令和５年度和木町簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号）についてでございますが、補正予算の概要

といたしましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２４９万６千円を減額し、総額を１億２,８２４万８千円とす

ること、及び地方債補正でございます。 
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歳出からご説明いたします。１０ページ１１ページをご覧く

ださい。 

款１総務費、簡易水道一般管理事業の委託料３０万円の減額

は、水道管敷設設計委託料の落札差額を減額するものでござい

ます。 

工事請負費の１４５万２千円の減額につきましては、実施事

業の落札差額を減額するもので、全自動滅菌装置取替工事が７

７万円、瀬田浄水場送水ポンプ取替工事が６８万２千円でござ

います。 

和木地区水道事業の需用費７４万４千円の減額につきまし

ては、水道の使用水量の減少に伴いまして、岩国市水道局へ支

払う和木地区水道料金を減額するものでございます。  

次に、歳入についてご説明いたします。資料８ページ９ペー

ジとなります。 

款２国庫支出金、国庫補助金４０万円の減額につきまして

は、米空母艦載機部隊配備特別交付金事業の精算に伴いまし

て、交付金を減額するものでございます。 

一般会計繰入金は、今回の補正を調整するため３６万６千円

を減額いたします。 

和木地区の上水道使用料は、水道の使用量の減少に伴いまし

て１２３万円を減額するものでございます。 

簡易水道事業債は、事業費の確定に伴いまして５０万円減額

するものでございます。 

続いて、３ページをご覧ください。 

第２表、地方債補正は限度額６００万円を５５０万円とする

ものでございます。 

以上が、簡易水道特別会計補正予算の説明となります。  

続きまして、議案第４号 令和５年度和木町公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

補正予算の概要といたしましては、歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ２,３００万円を減額し、総額を３億２,

２１２万６千円とすること、及び地方債補正でございます。  

歳出からご説明いたします。資料１０ページ１１ページをご
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議 長 

 

 

 

 

上 田 議 員 

 

 

覧ください。 

款１総務費、ポンプ場維持管理事業の委託料の６００万円の

減額につきましては、汚泥搬出処理業務委託料の決算見込みに

よる減額でございます。 

下水処理事業の下水処理負担金の減額は、決算見込みによ

り、建設分１,７００万円を減額するものでございます。 

次に、歳入についてご説明いたします。資料８ページ９ペー

ジをご覧ください。 

使用料及び手数料の下水道使用料の９０万円の減額は、下水

道の使用水量の減少に伴いまして、減額するものでございま

す。 

一般会計繰入金は今回の補正を調整するため、２,２８０万円

を減額するものでございます。 

汚泥搬出処理負担金６００万円の減額は、歳出の汚泥搬出処

理業務委託料の減額に伴いまして、大竹市からの負担金を減額

するものでございます。 

公共下水道事業債は、実施事業費の確定及び関ヶ浜地区汚水

桝設置工事費への公共下水道事業債適用を調整いたしまして、

６７０万円を増額するものでございます。 

続いて、３ページをご覧ください。 

第２表、地方債補正は、公共下水道事業債の補正に伴いまし

て、限度額８,６２０万円を９,２９０万円とするものでござい

ます。 

以上で、議案第３号 及び 議案第４号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第３号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

上田丈二君。 

 

すみません、下水道、和木町公共下水道事業についてちょっ

と伺いたいと思います。 
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議 長 

 

上 田 議 員 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

山 下 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

ちょっとすみません、それは第４号でしょう。 

 

ごめんなさい。 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第４号について質疑を許します。 

上田丈二君。 

 

すみません。失礼いたしました。 

歳出の下水処理負担金建設分について、この減額となった理

由についてもう少し詳しく説明していただきたいと思うんで

すけど。 

 

山下課長。 

 

下水処理負担金の１,７００万円の減額理由につきましてで

すけれども、こちらの方は、事業を行います大竹市の方が建

設事業を繰り越した、繰越事業としたことが主な要因となっ

ております。 

 

よろしいですか。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第１２ 議案第５号 令和５年度和木町介護保険特別

会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６号 令和５年度和木町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号） 
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鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上一括して執行の説明を求めます。 

鳥枝保健福祉課長。 

 

議案第５号及び議案第６号を一括してご説明いたします。 

議案第５号  令和５年度和木町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についてご説明いたします。 

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ１９０万９千円を減額し、予算の総額を５億３,６６４万６千

円とするものでございます。 

今回の補正は、決算見込みによるものが主なものでございま

す。 

保険事業勘定の歳出２ページからご説明いたします。 

款２保険給付費は、決算見込みにより、支援サービス等諸費

を９４万円、高額医療合算介護サービス費を９５万円、特定入

所者介護サービス費１００万円をそれぞれ増額するものです。 

款３地域支援事業費は、決算見込みにより、介護予防・生活

支援サービス事業費１９０万円を減額するものです。  

款４基金積立金は、今回の補正の歳入歳出を調整いたしまし

て２８９万９千円を減額するものです。 

続きまして、１ページの歳入についてご説明いたします。  

款２国庫支出金は、交付申請額により、国庫補助金７５万５

千円を減額するものです。 

款３支払基金交付金も、交付申請額により、６４８万円を減

額するものです。 

款４県支出金のうち県負担金は、３６８万１千円を減額、県

補助金につきましても、交付申請額により、３７万７千円を減

額するものです。 

款５繰入金は、決算見込みにより、一般会計繰入金を２万１

千円減額、基金繰入金は、今回の補正予算に伴う調整を行い９

４０万５千円増額するものです。 

以上で、議案第５号の説明を終わります。 

続きまして、議案第６号 令和５年度和木町後期高齢者医療
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。  

本議案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２００万９千円を減額し、予算の総額を９,９６０万６千円と

するものでございます。今回の補正は、決算見込みによるもの

が主なものでございます。 

 それでは、２ページの歳出からご説明いたします。 

款２後期高齢者医療広域連合納付金は、決算見込みにより２

００万９千円を減額するものです。 

続きまして、１ページの歳入についてご説明いたします。 

款１後期高齢者医療保険料は、調定額の変動及び決算見込み

に伴い２２７万６千円を増額するものです。 

款２繰入金は、広域連合納付金の確定等に伴い、一般会計繰

入金４２８万５千円を減額するものです。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第５号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第６号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第１４ 議案第７号 和木町犯罪被害者等支援条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

鳥枝保健福祉課長。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第７号 和木町犯罪被害等支援条例について、ご説明い

たします。 

 本議案は、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等への

支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪

被害者等への支援を総合的に推進し、犯罪被害者が受けた被害

の軽減等を図ることにより、誰もが安心して暮らすことができ

る地域社会の実現のため、新たに条例を制定するものです。  

 本条例案の主な条項ですが、１ページ第１条で条例の目的

を、第２条で用語の規定をしております。２ページ第３条では、

犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえた基本理念を定め、第４条

から第７条で、町や町民、事業者、学校等の責務について、３

ページ第８条では、犯罪被害者等への相談及び関係機関との連

絡調整を行う窓口の設置について，第９条で見舞金の支給を行

う旨の規定，第１２条では居住の安定を図るための支援につい

て定めています。 

 なお、この条例は令和６年４月１日から施行することとして

います。 

以上で、議案第７号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 ございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第１５ 議案第８号 和木町一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第９号 和木町会計年度任用職員の給与

等に関する条例等の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第１０号 和木町職員旅費支給条例等の

一部を改正する条例 
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以上、３議案についてこれを議題とします。 

議事進行上一括して執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第８号 和木町一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明をいたします。 

本条例案は、条例第１２条第２項に規定する特殊勤務手当の

うち、４つの手当を廃止するものでございます。 

特殊勤務手当とは、職員の勤務が著しく危険、不快、不健康

又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考

慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当

でないと認められるものを対象とする手当であり、勤務した実

績に応じて支給される手当であって、地方公務員の特殊勤務手

当については各地方自治体の条例で定めております。  

この度廃止する手当は、税務手当、保健師手当、保育勤務手

当、運転手当であり、これらの手当は特殊勤務手当本来の趣旨

になじまず、平成１８年度以降支給を凍結している状態のた

め、この度の改正により廃止するものでございます。 

本条例案は公布の日から施行することとしています。  

以上で議案第８号の説明を終わります。 

続きまして、議案第９号 和木町会計年度任用職員の給与等

に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。 

本条例案は、地方自治法の改正により、令和６年４月１日か

ら会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することができる

ようになったことに伴い、本町においても関係条例を改正し、

会計年度任用職員に勤勉手当を支給できるようするものでご

ざいます。 

条例案は２つの条と附則で構成されており、第１条で和木町

会計年度任用職員の給与等に関する条例、第２条で和木町職員

の育児休業等に関する条例、とそれぞれの一部改正を定めてお

ります。 

第１条の改正では、第１８条の第２項を追加し、フルタイム
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会計年度任用職員に勤勉手当を支給可能にするとともに、第２

８条の２を追加し、パートタイム会計年度任用職員に勤勉手当

を支給可能にすることを定めております。その他として、条例

中の文言及び字句の修正を行っております。 

第２条の改正では、第７条第２項を改正し、会計年度任用職

員も規定を満たせば常勤職員と同様に育児休業中においても

勤勉手当を支給可能にすることを定めております。 

附則において、本条例案は令和６年４月１日に施行すること

としています。 

以上で第９号の説明を終わります。 

続きまして、議案第１０号 和木町職員旅費支給条例等の一

部を改正する条例、こちらのご説明をいたします。 

本議案は、町職員等に支給する旅費のうち日当の金額、町議

会議員が招集に応じて議会又は委員会に出席した際に支給す

る費用弁償の金額及び特別職の職員が委員会等に出席した際

に支給する費用弁償の金額について、近隣市町との均衡及び、

今後も厳しい運営が見込まれる町の財政事情を考慮し、改正を

するものでございます。 

本条例案は３つの条と附則で構成されており、第１条で和木

町職員旅費支給条例、第２条で和木町議会議員の議員報酬等に

関する条例、第３条で和木町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例、とそれぞれの一部改正を定めて

います。 

第１条の改正では、第１５条の別表で規定する日当の金額を

改正し、「町長・副町長・教育長」については 改正前２,８０

０円に対し、改正後１,２００円とし、「町長・副町長・教育長

以外の職員」については改正前２,５００円に対し、改正後１、

０００円としています。 

なお、町議会議員、特別職の職員等に支給する旅費について

は、和木町職員旅費支給条例の規定を準用しているため、町職

員の日当の金額の改正に伴い、町議会議員、特別職の職員等の

日当の金額も改正されることとなります。 

 第２条の改正では、第５条第２項に規定する、議員が招集に
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嘉 屋 議 員 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

応じて議会又は委員会に出席した際に支給される費用弁償の

金額を改正し、改正前２,５００円に対し、改正後１,０００円

としています。 

第３条の改正では、第５条第２項に規定する、特別職の職員

が委員会等に出席した際に支給される費用弁償の金額を改正

し、改正前２,５００円に対し、改正後１,０００円としていま

す。 

なお、附則において本条例案で改正する金額については、こ

の条例の施行の日以後に出発する旅行又は出務から適用し、同

日前に出発した旅行又は出務については、従前の金額を適用す

ることとしております。  

以上で議案第１０号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第８号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 嘉屋富公君。 

 

 今回の議案につきまして、和木町職員労働組合の方… 

 

 何号のことですか。 

 

 ８号。 

 

 ８号ですね。 

 

 ８号でしょう。８，９，１０ 

 

 ８号についてですね。 

 

 はい。 
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議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

議 長 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

議 長 

 

 

田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 はい、どうぞ。すみません。 

 

 いいですか。 

 

 はい。 

 

 今回８号につきまして、和木町職員には職員労働組合がある

と思いますけど、そちらの賛同は得ているのでしょうか。 

 

 第８号でしょう。特殊勤務手当に関することですか。  

 答弁しますか。はい、田中副町長。 

 

 はい、先程、企画総務課長の方から説明あったと思いますけ

ど、この４つの手当については、もう長い間支給しておりませ

んのでもう予算上も全く上がっておりませんし、長い間支給し

ておりませんので、特段、和木町職員労働組合と交渉、ここ数

年間やったこともございませんし、今回もやっておりません。

ということで妥結するとかそういった事例には当たらないも

のと考えております。 

 

 よろしいですか。はい。 

 他に質疑ございますか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第９号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 36 - 

議 長 

 

 

 

 

 

上 田 議 員 

 

 

議 長 

 

田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

議案第１０号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

上田丈二君。 

すみません上田丈二君。 

上田丈二君。 

 

すみません、ちょっと伺います。今回の条例改定について組

合の方は、同意はされているのでしょうか伺います。  

 

田中副町長。 

 

こちらの旅費条例の改定につきましては、職員労働組合と継

続的に話し合いをしております。 

現時点で妥結に至っているということはございません。職員

にとりましても議会議員の皆さん、各種委員会の皆さんにと

りましても若干この料金が下がるということでございます。  

若干の厳しい思いをしていただくことになります。  

職員の方につきましても、なかなか簡単に了解しました妥結

しましょうということにならないということはわかっており

ますが、先程、企画総務課長も申しましたけど、これからの

和木町の財政状況等を考えて参りますと、これはもうこの時

点で改正しなければならないものと考えまして、今回提案さ

せていただいたものでございます。現時点で妥結には至って

おりませんが、必ず職員も分かっていただけるものと考えて

おります。 

 

上田丈二君。 

 

組合の方とですね、まあ協議中ってことですが、働く方の意

見はね、十分聞いていっていただきたいと思います。  

それとですね、今回の改定によってどのくらいの予算の削減

になるでしょうか伺いたいと思います。 
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議 長 

 

田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中副町長。 

 

この条例案を可決いただければですね、継続的に職員ともい

ろんな話し合いをして行きたいというふうに考えておりま

す。今回のこの条例案で、予算上では約３００万円の削減効

果がある。３００万円を大きいと考えるか小さいと考えるか

はいろいろあるかと思うんですけど、現在の厳しい状況、そ

れからこれからの物価高騰等を考えていきますと、３００万

円でも続けていきますと大きな効果があるものと考えており

ますし、まずこの条例案を通していただいて、ここから始め

ていかないことには、今後の和木町の歴史を重ねていくこと

は非常に困難になるというふうに考えまして、この条例案を

提案させていただいているものでございます。 

 

上田丈二君。 

 

はい、まあ３００万程ということですけれどもですね、この

第１条、第２条、第３条とある訳ですけれども、第２条のま

あ私たち議会議員については別に問題がないと思っておりま

す。私たちは議員ですので、仕事ですので構わないんですけ

れども、ただですね、この第１条、職員の方についてなんで

すけれども、昨年度、和木町は幸福度ランキング中国地方で

１位になりました。職員の方たちの功績は評価に値すると思

っております。そして今後も和木町人口減少が進む中でです

ね、人口減少の抑制や町の行政、職務を遂行して頑張ってい

ただきたいと思っています。今回の改正について、現在、食

費や電気、ガス、ガソリン代など物価高騰がこう進んでいる

中でですね、こう職員の中で改正をして給料減少する、そう

いったことを考えると、今後の働き方に影響を与えるのでは

ないかと思うんです。そして第３条なんですけれども、第３

条も町民の方たちが忙しい中で仕事を、時間を割いて来られ

ている中の費用弁償だと思っております。そういったことで

３００万程度の減額ということですけども人件費で減額をす
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るのではなくてですね、財政によって見直しをして、もう少

し町政の努力をしていくっていうことを考えてはいかがでし

ょうかと思うんですけど。 

 

田中副町長。 

 

すみません、答弁漏れがあるかも、ちょっとたくさんのご意

見いただいたんで答弁漏れがあるかも知れませんのでその辺

りはご理解いただきたいと思います。まず職員の人件費が減

少するということでございますが、職員の、例えば山口行っ

たら２ ,５００円貰えてたものが１ ,０００円になる訳でござ

います。ただそれが年間何回あるよと考えますとまあそんな

に多くある訳ではありません。こんなこと言ったら失礼では

あると思うんですけど、それですごく生活が成り立たないと

いうことはないと思います。職員の人件費につきましては、

人事院勧告、人事委員会勧告等で為されておりまして、それ

が、和木町が特別悪いということでもございませんし、この

旅費自体が２,５００円が１,０００円になったとしても、それ

で他の自治体より悪くなるかというと決してそんなことはご

ざいませんので、その辺りはちょっと我慢して貰いたいなと

いうふうに思っております。１,０００円になっても他の自治

体と比べるとまだまだ有利な状況でございます。各種委員会

委員の皆さまにおかれましても、誠に申し訳ないと思うんで

すけど、この辺りをご理解いただいて、費用弁償の方は２,５

００円のまあ大体半分ですね４時間以下なんで１,２５０円を

お支払してるものが、５００円になってしまう訳ですけど、

報酬の方は５,８００円、日当、日額でお払いしますし、議員

の皆さんは月額、他の各種委員会、月額、日額いろいろあり

ますけど、報酬の方はこれまでどおり支給してまいりますの

で、費用弁償の方はちょっとご理解いただけないかというふ

うに考えております。あくまでも和木町の歴史を積み重ねて

いくための第一歩の条例改正案とご理解いただければ大変う

れしく思います。 
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議 長 

 

田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に質疑ありますか。 

灰岡裕美君。 

 

今回の和木町職員旅費支給条例ですが、和木町職員旅費支給

条例等の一部を改正する条例案は、先程から出ておりますよ

うに３条からなっております。対象者がそれぞれ異なってお

り第１条、町長や副町長、教育長と町職員。第２条 私たち

町議会議員。そして第３条は町特別職の職員の非常勤の者、

例えば教育委員会委員や監査委員、選挙管理委員会の委員、

また一般住民の方の委員です。 

減額は２種類あり旅費、または日当と会議や委員会に出席し

た時の費用弁償です。費用弁償とは会議や委員会に出席する

ために支払う交通費のことです。何度も重ねて申しますが、

旅費は町長や議員、特別職の非常勤委員が２，８００円から

１，２００円、町職員が２,５００円か１,０００円、費用弁償

が１日２ ,５００円から１ ,０００円に減額するというもので

す。 

それでは質問に移ります。まず旅費関連の他市町、近隣の他

市町、岩国市や大竹市、また周防大島町や田布施町、平生町

の現状を伺います。 

 

田中副町長。 

 

すみません、灰岡議員のご質問にお答えする前に、先程上田

議員の方からですね、議会議員さんの、第２条についてはし

ょうがないかなみたいなご意見があったと思うんですけど、

今回執行側から３つの条で提案させていただいております。 

まずは町職員、執行側から行いますので、まず町職員、これ

は外すわけにはいきませんし、申し訳ないんですけど、議会

議員の皆さま、それから第３条は、一般町民と申しましても

特別職の職員でございますので、この特別職の職員の委員の

皆さま、ここの皆さまにご理解いただく条例案というふうに

考えていただいて、この３条で１つの議案にさせていただい
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ているということをご理解いただければと思います。 

で、すみません、灰岡議員のご質問にお答えいたします。 

まず、関係の近隣の市町の状況でございますけど、まず山口

県、県職員が出張する場合は、日当と、旅費の日当というも

のはございません。支給がありません。雑費ということで３

００円、携帯電話代というふうに聞いているんですが、雑費

３００円のみが支給されます。岩国市さんは２,５００円とい

う日当の規定がありますけど、山口県、広島県、島根県では

支給されません。周防大島町さんは、東京等では２,０００円、

それからその他は１,０００円とあります。ただこれも日帰り

は確かなかったのではないかと思います。それから田布施町

さん、７０ｋｍ以下では不支給です。１,０００円という日当

が規定がありますけど、７０ｋｍ以下では不支給でございま

す。平生町さん、２,２００円の日当の規定がありますけど、

山口県、広島県、島根県の旅行は不支給、支給がありません。 

大竹市さん、５００円、公用車の場合は５００円ですけど、

５０ｋｍ以下の旅行では不支給という状況になっておりま

す。 

 

灰岡裕美君。 

 

ただ今旅費関連の近隣市町の状況を伺いました。それでは続

いて会議に出席した時の実費交通費等の費用弁償について、

同じく近隣の他市町の現状を伺います。 

 

田中副町長。 

 

議員の皆さま、それから特別職の各種委員会委員の皆さまが

会議に出席される場合の費用弁償ですが、和木町の現状はか

なり特殊な例でございまして、２,５００円、４時間未満だっ

たら１,２５０円をお支払しておりますけど、こういった例は

まず殆ど見られません。著しくいい条件であるとご理解いた

だきたいと思います。 
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通常は交通費、費用弁償、交通費といわれましたけど、実費

弁償でございまして、バス代であるとか電車代を支給されま

す。車である場合は１ｋｍ３０円、和木町だったら最大９０

円までなんですか、それが費用弁償という例が殆どでござい

ますし、中には会議に出席する場合は一切支給しないという

自治体もかなり多く見られるようでございます。 

 

灰岡裕美君。 

 

ただ今近隣市町の状況を伺いましたが、ということは今回の

条例改正においても、和木町は旅費、費用弁償とも他市町と

比較して、依然待遇的には恵まれていると感じました。町の

見解を伺います。 

 

田中副町長。 

 

先程申しましたように、これからの厳しい財政状況を考えま

すとこの他市町に比べて異常に好条件であるというところは

さすがにもう見直して、見直させていただきたいということ

で、今回上程させていただいております。ここを起点として

それでいろんなとこを、削減策をどんどん進めていこうとか

そんなことを考えている訳ではございません。今回ここの旅

費条例の改定もあります。あと残り４つほどですね、ちょっ

とお願いする部分があるんですけど、まずはここの旅費条例

のところを改正していただかなければ、ということは要する

に職員と、議員の皆さまと、特別職の委員会委員さん、ここ

に申し訳ないけど少しだけ我慢していただかないと、他の条

例案も提案できないという状況でございます。ここを起点に

してですね、やりますけど、これ以上にどんどん厳しいこと

をやろうとかそんなことを考えている訳ではございません。

やはりあのさっきありましたけど幸福度ランキング１位に評

価していただいた和木町でございますので、これを継続して

いきたいという思いもございます。いろいろなバランスをと
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嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

りながらですね、厳しい中進めて行きたいというふうに考え

ております。 

 

他に質疑はございますか。 

嘉屋富公君。 

 

先程から費用弁償、日当の件で２,５００円を１,０００円、

この積算根拠、これをちょっと教えてください。 

 

田中副町長。 

 

１,０００円の根拠と申しますと、他市町で１,０００円とい

う事例がありますのでそれを使わせてもらっているというこ

と。それと全く無しにするということは、これまで２,５００

円とか１,２５０円払ってきた訳ですからそれを０にするのは

ちょっとさすがに厳しいかなと思います。 

それと旅費が０になるということになりますと、じゃあ山口

県庁では雑費というものが払われております。通信の費用で

ありますとかそんなものはもらえないのかとかそんな議論も

出てくる恐れがありますので、一応１,０００円ということで

設定させていただきまして、会議等４時間未満の場合は５０

０円ということになるとそのような設定をさせていただきま

した。 

 

嘉屋富公君。 

 

和木町独自、和木町身の丈にあったとかですね、いままでず

うっとやってきましたけど、そういったことでなしに、じゃ

あなんとなく町とか周り近辺と比べてそういうふうになった

というふうな考えでいいんですか。 

 

田中副町長。 
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上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

先程から申しておりますけど、和木町の現在の費用弁償、そ

れから旅費の状況は、すごく好条件にある訳なんですね、も

のすごいいい条件であります。それをこれからの厳しい財政

状況の中、和木町の歴史を重ねていく中で、これをずうっと

我々がもらい続けていいのかという、それでいいのかという

のを考えますと、それはさすがにちょっと、さすがに町を代

表する職員と議員さんと各種委員会の委員さん、ここにはま

ず我慢していただくべきじゃないかということでさせていた

だいた訳でございます。 

 

よろしいですか。 

同じ議案ですか。よろしいですか。 

上田丈二君 

 

すみません、先程から聞いているとですね、他の町と比べて

和木町のですね、職員の条件がいいから、そこでですね財政

を見直すために人件費を削って財政をプラスに賄う、そうい

った考えが一番危ないと思うんですよね、和木町の職員は今

まで頑張ってこられて、これほど今回ですね、幸福度ランキ

ングにも入った、それだけ職員の方頑張ってやっていらっし

ゃる訳ですよ、これからもですね、人口削減が続いていく中、

その中で職員の方たちには頑張って欲しいと思う訳です。そ

ういった中でですね、財政が苦しいからといって人件費を削

減する、これが一番下策なんですね、はっきり言って民間の

中でいろんなことをやってきたから今のこの国がある訳で

す。一番最後に手をつけるのが人件費だと思います。その中

で財政を見直していきながら仕方なければ職員の給料に手を

つける、それが正しいやり方だと僕は思っております。ぜひ

考え直していただきたいと思います。 

 

答弁ありますか。 

田中副町長。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

失礼なんですけど、今、上田議員、人件費とおっしゃったん

ですけど、人件費というのは給料でありますとか手当なんで

すけど、今、職員が話してるのは旅費な訳でございますね。

旅費っていうのは実費弁償が基本な訳でございます。ちょっ

とそこは考え直して、人件費につきましては和木町の職員が

そんなに特別悪くない、悪くはないんですね、指数で言いま

すとラスパイレス指数というものがあるんですけど、山口県

の中で低い方かというとそんなことはありません。比較的高

い方に位置しております。 

この職員の給料の本給でありますとかそこに手をつけると

いうのであれば、これは大問題でありますけど、そんなこと

考えている訳じゃあなくて、実費弁償である旅費の事を考え

ている訳でございますので、それで職員のモチベーションが

下がるとかですね、そのような職員であれば申し訳ないんで

すけどちょっとこれでは和木町がなかなか今後厳しいことに

なるんではないかな、多少辛い思いはすると思うんですよ。  

ただこれで和木町の先行きが思いやられるようであればち

ょっと考えものであるな、それで町民の皆さまに思い切って

それ説明できるかというとそれは苦しいんじゃないかなと思

います。一般企業の方が聞かれても何考えているんだという

事例になると思いますのでそういうふうに私どもは考えてお

ります。 

 

この場は質疑ですので、討論の場ではございませんので、よ

ろしくお願い致します。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

ここで暫時休憩いたします。 

４５分から再開いたします。 

 

休 憩  １０時 ３２分 

 

    再 開  １０時 ４５分 

 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

日程第１８ 議案第１１号 町長等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例の一部を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

それでは、議案第１１号 町長等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたし

ます。 

本条例案は、地方自治法施行令の改正によって、施行令内で

条ずれが生じたことにより、条例第２条の文言の修正を行うも

のでございます。 

そこにありますとおり、第２条各号、列記以外の部分中、第

１７３条第１項第１号の言葉を第１７３条の４、第１項第１号

に改めるものでございます。 

なお附則におきまして、この条例は令和６年４月１日から施

行することとしております。 

以上で議案１１号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

  

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 46 - 

議 長 

 

 

議 長 

 

渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 
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総 務 課 長 

 

 

議 長 

 

上 田 議 員 

 

 

 

日程第１９ 議案第１２号 和木町山の手駐車場条例の一部

を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第１２号 和木町山の手駐車場条例の一部を改正する条

例についてご説明いたします。 

本条例案は、和木町内の他の駐車場料金との均衡を図るた

め、条例第１０条を改正し、山の手駐車場の使用料の月額を現

行の２,５００円から３,０００円に改めるものでございます。 

附則において、本条例案は令和７年４月１日から施行するこ

ととしています。 

以上で議案１２号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 上田丈二君。 

 

 すみません、この今度の改正でどの程度の収入が増額になる

のでしょうか伺います。 

 

 渡邊課長。 

 

山の手駐車場は現在２５台、全て埋まれば２５台分あります

ので、月額５００円増えますと、月当たり１２,５００円の増額、

１年間で１８万円の増となります。 

 

 よろしいですか。上田丈二君。 

 

 年間で１８万円の年収増になるっていうことなんですけれ

ども、先程からこういった形でこの増額減額について質問して

る訳なんですけれども、現在もですね、物価の高騰が続いてお

ります。町民の方たちですね、電気、ガス、水道、ガソリン代、
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嘉 屋 議 員 

 

 

灯油代、食料品など留まるところを知らず上がり続けておりま

す。こういう中で５００円とわずかですけれども、町民の方が

生活が逼迫してる中でですね、この条例を改正してまでです

ね、駐車場の利用料の値上げを町民の方に負担をかけるってい

うのはそれほど必要なのでしょうか伺いたいと思います。  

 

 田中副町長。 

 

 今回、山の手駐車場２,５００円を３,０００円に、まあ１年

後の平成７年４月からという暫定期間を設けてはいるんです

けど、この金額につきまして駐車場が１台分で２,５００円てい

うところは多分町内他では見られないと思うんですよね、町内

の他の公的な駐車場でも３,０００円以上はしてるということ

で３,０００円にまあ引き上げさせていただこうと、やはりあま

りにも安い、かなり安いものはこのぐらいちょっと申し訳ない

けど引き上げさせていただきたいということでございます。 

 上田議員がおっしゃいますように、住民の方、物価高騰等で

大変な思いをされていると思うんですけど、それは良く分かる

んですが、大変な思いをしているから町のいろんな料金とか使

用料を全てそのままにしておいて良いのかとなると、そうした

ところが和木町はもたなくなる訳でございますね、昨年度でし

たか大竹市さんとか岩国市さんの関係ではあるんですけど、下

水道使用料、それから水道使用料を引き上げさせていただいて

おります。やっぱりある程度は町としても引き上げないともう

町として成り立たなくなるということもご理解いただきたい

と思います。 

 

 はい、よろしいですか。 

 他に、はい、嘉屋富公君。 

 

 ２ヶ所ある駐車場ですよね、まず最初に先程言われました山

の手駐車場、これは年間で言えば１５０万の間違えですね、１

８０万、１５０万ですね、数字的に、はい、それとですね、そ
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総 務 課 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

の両方の駐車場があるんですが、両方共車庫証明はとれるんで

しょうか。 

 

 渡邊課長。 

 

 すみません、今ちょっと嘉屋議員からご指摘ありましたが、

先程私が上田議員さんの質問に対して答えた年間１８万円、こ

れ年間１５万円の誤りでございます。お詫びして訂正いたしま

す。 

 それと車庫証明、これは当然車庫証明取れます。可能です。 

 

 よろしいですか。嘉屋富公君。 

 

 あまり言いたくなかったんですけど、曙橋の下、この駐車場

これも取れるんですか。 

 

 渡邊課長。 

 

 はい、取れます。 

 

 

 よろしいですか。はい。 

 他に質疑はありませんか。 

 渡邊課長。 

 

 すみません、曙橋の方は取れないです。ごめんなさい。 

 

 

 他に質疑はございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第２０ 議案第１３号 和木町国民健康保険条例の一部

を改正する条例 

日程第２１ 議案第１４号 和木町介護保険条例の一部を改

正する条例 

 

 以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上、一括して執行の説明を求めます。 

鳥枝保健福祉課長 

 

議案第１３号、及び議案第１４号について、一括して説明さ

せていただきます。 

議案第１３号 和木町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について、ご説明いたします。 

 本議案は、国民健康保険法施行令の改正に伴い改正するもの

で、退職者医療制度の廃止に伴う改正、賦課限度額の引上げ及

び保険料による軽減額の変更が主なものです。 

 新旧対照表でご説明いたします。 

 １ページ第１０条の３から１６ページ第１０条の１０の９

の改正は、令和６年４月から退職者医療制度が廃止されること

等を踏まえ、一般被保険者と退職被保険者とそれぞれ区分して

いたものを整理するとともに、退職被保険者に関する規定を削

除するものです。 

 １６ページ下段第１０条の１０の１０は、後期高齢者支援金

等賦課限度額に係る賦課限度額を２２万円から２４万円に増

額するものです。 

 １７ページから２０ページ中段第１３条の２第１項の改正

は、退職被保険者に関連する条項を整理するもの、第１３条の

２では、低所得者に対する均等割額及び世帯平等割額を軽減す

る所得判定基準額について、５割軽減については、算定基準と

なる被保険者数に乗ずる金額を２９万円から２９万５千円に、

２１ページ２割軽減については、被保険者数に乗ずる金額を５

３万５千円から５４万５千円に引き上げるものです。  

 ２２ページ以降の改正については、退職被保険者に関連する
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条項を削除するものです。 

なお、この条例は、令和６年４月１日から施行することとし

ております。 

 以上で議案第１３号の説明を終わります。 

続きまして、議案第１４号 和木町介護保険条例の一部を改

正する条例について、ご説明いたします。 

平成１２年度から事業が開始された介護保険制度では、３年

に１度、保険料の見直しが行われることになっています。 

本議案は、今年度末で第８期の事業運営期間が終了すること

に伴い、令和６年度から令和８年度までの第９期事業運営期間

の保険料を定めると共に、新たな所得段階を設ける事で被保険

者の負担能力に応じたきめ細かな設定とするため、介護保険法

施行令及び介護保険法施行規則の改正に基づき、条例の一部を

改正するものです。 

保険料の設定は、高齢者、高齢者人口の増加傾向の中で、介

護報酬の改定と共に介護サービスの利用者数、利用料等を踏ま

え、介護給付費を推計して行うこととされています。  

第９期の保険料につきましては、基準となる第５段階の保険

料を月額５,３００円としており、現行の５,０００円から３０

０円の増額となっています。また所得段階をこれまでの９段階

から１３段階に改正すると共に、基準額に基づき各段階の保険

料を算定しています。 

新旧対照表でご説明いたします。 

１ページから３ページは、それぞれの所得段階に応じ第１号

の２８,９３８円から第９号の１０８,１２０円の保険料に改正

し、第９号は、合計所得金額を３２０万円以上４２０万円未満

に改正しています。第１０号１２,０８４０円から４ページ第１

３号１５２,６４０円は、それぞれ負担能力に応じた保険料を新

たに設定するものです。 

また、第２項から第４項において、所得の少ない第１号から

第３号までの保険料は、第１号は減額後の１８,１２６円、第２

号３０,８４６円、第３号は４３,５６６円とするものです。 

なお、この条例は令和６年４月１日から施行し、令和６年度
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

分の保険料から適用することとしています。 

以上で、議案１４号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第１３号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第１４号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第２２ 議案第１５号 和木町道海公園条例の一部を改

正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

上村住民サービス課長。 

 

議案第１５号 和木町道海公園条例の一部を改正する条例に

ついて、ご説明申し上げます。 

 本議案は、道海公園霊園の永代使用料を現状５６万円のとこ

ろを６０万円に増額改正するものでございます。 

 改正の理由ですが、道海公園霊園の維持管理費、及び墓石製

造据付工事費の上昇を考慮しご負担をお願いするものでござ

います。 

なお、この改正は本年４月１日から施行する予定です。  

 以上で、議案第１５号の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

 

津 島 議 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

津 島 議 員 

 

 

 

議 長 

 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はございませんか。 

津島宏保君。 

 

 質問致します。先程の５６万円から６０万円、４万円上がっ

た理由については、維持管理費とそれから墓石管理が上がった

というご説明だったんですが、昨今の全体的ないろんな商品と

か材料の値上げなどによって墓石の値段の方がたくさん上が

ったので、４万円の値上げということでよろしいでしょうか。 

 

 上村課長。 

 

 はい、お答え致します。まずこれ２７年に改正して以来の改

正となります。２７年の改正の時が、消費税の上昇に伴う改正

でございました。今回ですが、２つありまして、先程、津島議

員も言われましたように墓石の工事費とそれからそれ以外の

維持管理費ということで、まず墓石の管理費についてはです

ね、消費税分、令和元年ですかね、消費税がまた更に上がりま

したけど、その部分の上昇のみでございます。それから今度維

持管理費の方ですが、これはシルバーさんとかですね、草刈と

かですね、そういった委託料になるんですけど、それについて

は２７年に比べましてですね、かなり上昇しておりまして約１.

６倍ぐらいの上昇幅になっとります。以上でございます。 

 

 津島宏保君。 

 

 ありがとうございます。これ６０万円に上げたことによって、

大竹市、岩国市、近隣の公的な墓園等々のバランスといいます

か、そこら辺は把握しておられますでしょうか、伺います。 

 

 上村課長。 
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上 村 住 民 

サ ー ビ ス 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

坂 本 

税 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 はい、お答え致します。近隣の公営墓地の状況でございます

が、まず岩国市でございますが、山間部は除きまして旧市街地

で調査しておりますが、それについてはですね、約㎡当たりで

出てるんですが、和木町と同じ 4.5 ㎡に換算してみますとです

ね、だいたい５４万円から９９万円となっております。ただこ

れについては墓石製造代が含まれておりません。 

それから大竹市でございますが、大竹市の方も同じように

4.5 ㎡程度のものを調査致しましたが、４０万円から１５０万

円とかなりの大きな差があります。こちらもですね、墓石の製

造費は含まれておりません。和木町においては今回６０万円と

いうことですが、墓石の製造費を除きますと約３０万円という

ことで、いずれにしましてもですね、大竹市、岩国市と比べて

もかなり安い値段となっております。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します  

 

日程第２３ 議案第１６号 和木町住宅建設奨励金条例の一

部を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

坂本税務課長 

 

議案第１６号 和木町住宅建設奨励金条例の一部を改正する

条例についてご説明致します。 

 新築された住宅は、地方税法により、固定資産税が一定期間

１２０㎡分に相当する税額が２分の１減額となります。本条例

で残りの２分の１を奨励金として交付することにより、誰もが

住みたくなるような魅力的な町づくりを推進し、住宅建設を奨

励することにより人口増を図ることを目的とする和木町独自

の制度でございます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 下 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは改正点について、お手元にお配りしております新旧

対照表でご説明させていただきます。 

 附則の部分ですが、奨励金は地方税法での減額相当額を交付

することとなっています。この地方税法の減額適用期限が２年

延長される見込みのため、令和８年３月３１日までに改めるも

のでございます。 

 以上で議案第１６号の説明を終わります。 

 

本案に対する、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します  

 

日程第２４ 議案第１７号 和木町営住宅条例の一部を改正

する条例 

日程第２５ 議案第１８号 和木町営その他住宅管理条例の

一部を改正する条例 

 

 以上、２議案についてこれを議題とします。 

議事進行上、一括して執行の説明を求めます。 

山下都市建設課長。 

 

 議案第１７号及び議案第１８号を一括して、ご説明させてい

ただきます。 

まず、議案第１７号、和木町営住宅条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。 

 本議案は、和木町営住宅の家賃の納付において収納性を考慮

いたしまして、年末１２月分の納付においては１５日とするも

のでございます。 

 また、町営旭ヶ丘団地３棟及び緑ヶ丘団地４棟につきまし

て、老朽化、また新住宅の外構整備に伴い解体したため、別表



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

内の戸数をそれぞれ５戸から１戸へ、２６戸から６戸へ改正す

るものでございます。 

 以上が、和木町営住宅条例の一部を改正する条例の説明とな

ります。 

続きまして、議案第１８号、和木町営その他住宅管理条例の

一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案は、緑ヶ丘団地第１棟の外構整備事業実施のため、本

年度町営関ヶ浜団地１棟を解体したことに伴いまして、和木町

営その他住宅管理条例第２条の表から削除するものでござい

ます。 

以上で議案第１７号及び議案第１８号の説明を終わります。 

 

これより議案ごとに質疑を許します。 

議案第１７号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

議案第１８号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第２６ 議案第１９号 和木町営蜂ヶ峯住宅管理条例の

一部を改正する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 
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渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１９号 和木町営蜂ヶ峯住宅管理条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。 

本条例案は、平成２５年度に蜂ヶ峯地区に建設し、町で管理

している和木町営蜂ヶ峯住宅について、近傍同種の建物の家賃

との均衡を図るため、条例第２条を改正し、月額家賃を現行の

５５,０００円から６０,０００円に改めるものでございます。 

附則において、本条例案は令和６年４月１日から施行するこ

ととし、経過措置として、施行日以後に入居する者の家賃に適

用することとしております。 

以上で議案１９号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します  

 

日程第２７ 議案第２０号 和木町消防団条例の一部を改正

する条例 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第２０号 和木町消防団条例の一部を改正する条例につ

いてご説明いたします。 

本条例案は、和木町職員旅費支給条例等の改正にあわせて、

消防団員が役員会に出席するときの出動報酬を２ ,５００円か

ら１,０００円に改める。４時間未満の場合ですと１,２５０円

を５００円に改めるという内容のものでございます。 

附則において、本条例案は令和６年４月１日から施行するこ

ととしています。 

以上で議案２０号の説明を終わります。 

 



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 57 - 

議 長 

 

 

 

嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

本案に対する、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

嘉屋富公君。 

 

現在、消防団員のなり手不足の現状で費用弁償を削減する

と、団員のポテンシャルが下がります。今以上に消防団員の入

団が減少し、和木町でも必要な組織が危機に及ぶのではないか

と考えます。そのために確か４年ぐらい前に定年延長も求めた

と記憶があります。執行の方はどういうふうに考えているのか

聞かせてください。 

 

田中副町長。 

 

今、嘉屋議員がおっしゃいました定年延長、このことにつき

ましては消防団からの要望を受けまして、当時、私、総務課長

だったのですが、私の方で議案を作成さして条例案を作成して

提案さしていただいているものでございます。消防団員につき

ましては今後も引き続き活躍を願いたいと言うふうに考えて

おります。 

今回ここにお出ししておりますのは費用弁償ではなくて消

防団については報酬になりますが、この２,５００円から１,０

００円、この改正については消防団の役員会の出席の費用でご

ざいます。役員会というのは、部長以上が、部長以上が年４回

ぐらいですかね、出席されて消防団の今後の活動方針等につい

て話し合われるところでありまして、報酬ではあるんですけ

ど、役場のまあ委員会委員さんの会議と同等なものと考えまし

て、今回提案させていただきました。 

その他の火災とかの時の出動でありますとかあるいは訓練

の費用、こちらの報酬については今回改正しようというもので

はありませんので、あくまでも幹部職員の会議用の費用だとい

うふうにお考えいただきたいと思います。 

 

嘉屋富公君。 
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嘉 屋 議 員 

 

 

議 長 

 

田中副町長 

 

 

議 長 

 

 

上 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

それではお伺いします。年間でいくら削減できるでしょう

か。予算の方お願いします。 

 

田中副町長。 

 

役員会の会議の回数によって変わると思うんですけど、まあ

４回とした場合、４８,０００円程度であると考えております。 

 

他に質疑はございませんか。 

 上田丈二君。 

 

 同僚議員から質問ありましたけれども、年間４８,０００円、

わずかな金額だと思います。先程から議案の第１０号から申し

上げておりますけれども、町の財政が厳しい状況、これから厳

しくなっていく状況っていうのは分かります。ですが順番があ

ると思うんですよね、手を付けていくにも、この賃金報酬、給

料ではないとさっきからおっしゃってますけれども、賃金報酬

であり職員の方、それからこの消防団の役員の方、幹部の方と

おっしゃいますけれども、その年間にいただく形のですね、報

酬っていうのは、やっぱり削減になってしまうという形になり

ますよね、そういったものにおいては一番最後に考えるべきだ

と思います。財政は厳しいなら厳しいなりに、財政の運用、予

算の中で考え、その中で考えて下げるべきところは今後下げて

いく、そういうふうな形でぜひ考えて頂きたい、我が町、財政

調整基金１７億あります。まだ余裕があると思います。こうい

った中でですね、職員の給与、それから消防団の幹部報酬、こ

ういった削減には繋げていかないようにしていただきたいと

思いますけれどもいかがでしょうか。 

 

 それは質疑でいいですか。 

 田中副町長。 
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田中副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 今、上田議員の方から財政調整基金が１７億あるからまだま

だ大丈夫ではないかというご意見がありましたけど、１７億６

千万円程度、今年度末であると思う、すみません、前年度末で

ね。先程の補正予算の中で説明したと思うんですけど、今年度、

今年度末で３億３,５００万円、３億３,５００万円取り崩して

１４億円程度になる見込みです。後ほど町長の方から施政方針

を述べると思うんですけど、来年度予算で、来年度そんなに巨

大事業とか、大きな事業がないんですけど、それでも３億円あ

まりの基金の取崩しをすると、そうなると１７億あったものが

２年間で１１億になっちゃう訳ですね。決して万全な状態じゃ

あない訳なんです。そこに私非常に危機感を持って、町の方が

危機感を持っているということでございます。何ていうか基金

があるから大丈夫だというような考え方はちょっと改めてい

ただければうれしいかなと思います。順番が違うんじゃないか

とおっしゃいましたけど、先程も言いましたけど私たちは、私

共は他と比べてかなりやっぱりいい条件のものからやろう、で

一般町民の方にお願いしてる訳じゃあないんですね、今回。山

の手駐車場とか一般町民になるんですけど、基本的には議員さ

んでありますとか、職員、委員会の委員、それと消防団の役員

さん、こういった方からの他と比べていい部分からやっていき

たい、改正していきたいということでございますので、私共と

しては順番を間違っているとは思っておりません。  

 

 他に質疑はございませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します  

 

日程第２８ 議案第２１号 和木町総合福祉会館の指定管

理者の指定同意について 

 これを議題とします。執行の説明を求めます。 

鳥枝保健福祉課長。 
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鳥 枝 保 健 

福 祉 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

山 下 都 市 

建 設 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２１号 和木町総合福祉会館の指定管理者の指定同意

についてご説明いたします。 

和木町総合福祉会館につきましては、平成１８年７月から和

木町社会福祉協議会を指定管理者として管理運営を行ってお

りますが、本年３月末をもって、指定期間が満了になります。 

本議案は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの

３年間の指定管理者として、社会福祉法人 和木町社会福祉協

議会を指定することについて、和木町公の施設における指定管

理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により、町議会の

議決を求めるものでございます。 

以上で議案第２１号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第２９ 議案第２２号 和木町蜂ヶ峯総合公園の指定管

理者の指定同意について 

 これを議題とします。執行の説明を求めます。 

山下都市建設課長。 

 

議案第２２号 和木町蜂ヶ峯総合公園の指定管理者の指定同

意についてご説明申し上げます。 

本議案は、和木町蜂ヶ峯総合公園の管理運営を指定管理者で

ある、一般財団法人 和木町蜂ヶ峯総合公園管理協会に行わせ

ることにつきまして、和木町公の施設における指定管理者の指

定手続等に関する条例第３条の規定によりまして、町議会の議

決を求めるものでございます。なお、指定の期間につきまして

は、３年間、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までと

なっております。以上で議案第２２号の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

 （「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第３０ 議案第２３号 和木町公共下水道大竹圧送幹線

の建設工事委託に関する協定の一部を変更することについて  

 これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第２３号 和木町公共下水道大竹圧送幹線の建設工事委

託に関する協定の一部を変更することについてご説明申し上

げます。 

本議案は、公共下水道大竹圧送幹線の建設工事委託に関する

協定の一部を変更する協定を締結することについて、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、町議会の議決を求めるものでございます。  

大竹圧送幹線の建設工事委託に関する協定締結の一部を変

更する協定の概要といたしましては、工事の進捗により協定金

額を精査し、当初協定金額１億６,２００万円を１億３,７９５

万円とするものでございます。年度間の内訳といたしまして、

令和４年度からの繰越事業費が１億１,０００万円から８,５９

５万円と減額となり、その他、令和６年度事業費５,２００万円、

工事場所、完成期限等の変更はございません。 

以上で議案第２３号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 嘉屋富公君。 
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嘉 屋 議 員 

 

 

 

 

議 長 

 

山下都市建

設 課 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 金額として１,４０５万円安くなります。これは確かに町とし

てはいいことなんですけど、しかしながらこの１,４０５万円、

どうしてここまで安くなるのかちょっと内容が分かれば、詳細

が分かれば教えてください。 

 

 山下都市建設課長。 

 

 本事業におきましては下水道事業団の方に委託して入札等

も実施しておりますけれども、事業団が入札した落札減が主な

原因でございます。 

 

 よろしいですか。 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

 質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

日程第３１ 町長の施政方針を議題とします。 

施政方針の説明を求めます。 

 

すみません、暫時休憩致します。 

３０分から再開致します。 

 

休 憩  １１時 ２３分 

 

    再 開  １１時 ３０分 

 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

日程第３１ 町長の施政方針を議題とします。 

施政方針の説明を求めます。 

米本町長。 



令和 6 年第 1 回（3 月）定例会 

 - 63 - 

米 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、令和６年度当初予算案をはじめとする諸議案のご

審議をお願いするに先立ち、私の施政方針と予算案の概要につ

いて申し述べさせていただきます。 

はじめに、令和５年度の状況でございますが、昨年５月８日

から新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、さまざまなイ

ベントや行事が再開され、３年余りにわたるコロナ禍によって

停滞していた住民生活、社会経済活動が徐々に活気を取り戻し

つつあるように感じております。 

このような状況の中、和木町は令和５年４月１日に町制施行

５０周年を迎え、１１月１１日に文化会館にて開催した記念式

典をはじめ、多くの記念行事を行ってまいり、１年を通じて盛

沢山のイベントを開催し、この節目の年を盛り上げてまいりま

した。式典や各種の記念事業を通じて、和木町の歴史とこれま

で町を築いてくださった諸先輩方への感謝の気持ち、そして和

木町の未来につながる新たな可能性と世代を超えた絆がある

ことを町民の皆さまと共有することができ、大変有意義な５０

周年であったと思っております。一方で、令和５年度当初予算

では、多額の財政調整基金を取り崩す見込みでスタートしてお

り、燃料費や原材料費の高騰に伴う物価高の影響を受けつつ、

年度途中には法人町民税約１億円を還付するなど、補正予算等

で適宜対応をしてまいりましたが、財政面におきましては大変

厳しい１年となっております。加えて、新型コロナウイルスワ

クチン接種事業の継続や、国の経済対策による電力・ガス・食

料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用しての非課税世帯

や低所得者世帯、子育て世帯への給付金支給など、近年の特殊

事情に伴う業務の上乗せにより、事務対応にも苦慮した年でご

ざいました。令和６年度も国による「デフレ完全脱却のための

総合経済対策」による非課税世帯・低所得者への各種給付金事

務の繰越事業や定額減税、「こども未来戦略」に基づく児童手

当の拡充など、国民の生活を守りつつ、消費を後押しし、本格

的な所得向上に向けた取組が強力に推進されていることを感

じております。そのような中、本町の令和５年度の財政状況を

申し上げますと、町税の歳入につきましては、１３億７千万円
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程度になるものと見込んでおり、法人町民税の大幅増収となっ

た令和４年度と比較すると、約３億円の減額となりますが、令

和３年度決算額とほぼ同額となる見込みでございます。また、

普通交付税及び臨時財政対策債の総額は、約７億７００万円の

決算見込みとなっており、令和４年度と比較すると２億３，０

００万円の減額となります。これは、令和４年度に法人町民税

が大幅に増収となったことが主な原因です。この普通交付税及

び臨時財政対策債の合計約２億３，０００万円の減額と、前述

しました法人町民税の約１億円の還付が主な要因となり、令和

５年度最終予算額ベースで財政調整基金を約３億３，５００万

円取り崩す見込みとなっております。 

一方、財政の弾力性を示す経常収支比率は、令和４年度決算

で８５．６％となっており、９０％以上で常態化してきた近年

の数値に比較すると、多少改善をされてはおりますが、引き続

き高い数値であることに変わりなく、財政運営の硬直化は継続

しており、今後も課題の一つと捉え改善に努めてまいりたいと

考えております。 

 

それでは、令和６年度和木町当初予算案について、具体的に

説明をしてまいります。 

まず、令和６年度予算案の規模でございますが、一般会計は、

４１億７，０４５万９千円となっており、令和５年度当初予算

と比較して、９１４万円、０．２％の増額となっております。

また、特別会計を含めた予算総額では５５億１，７５４万１千

円となっており、簡易水道事業特別会計及び公共下水道事業特

別会計は、特別会計から公営企業会計へと移行をしておりま

す。 

それでは、歳出予算から、和木町第５次総合計画の４つの重

点施策に従って説明をさせていただきます。 

最初に、１つ目の重点施策「元気な子どもを育む子育て支援」

ですが、未来の和木町を担う人材を町ぐるみで育成するため、

妊産期から高校生までの支援を統一的に捉え、子育て支援を推

進してまいります。 
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まず、すべての妊産婦や子どもを対象に、切れ目のない支援

を行い、安心して子育てをしていただける環境を整えるため、

既設の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠

点を統合した、こども家庭センター「すくすく」を令和６年６

月に保健相談センターに開設する予定としております。 

「すくすく」の開設にあたりましては、妊娠・出産・育児に

加え、虐待や貧困などの相談に対応できる支援員を配置する人

件費、利用に際しての予約や事前準備ができるよう、母子手帳

アプリを機能強化する予算を計上をしております。 

また、妊娠期及び産後期のご家庭への新たな支援策として

は、低所得者に対する初回産科受診料の助成、妊産婦を対象と

したタクシー利用料の助成、多胎妊娠に対する健診費用の助成

のほか、産後の母親の身体的回復と心理的安定を促進する産後

ケアに要する費用の助成を新たに予算に盛り込んでおります。

妊娠期及び産後期のご家庭への継続事業としては、出産祝金と

して第１子及び第２子に３万円、第３子以降に５万円を町独自

事業として支給し、国の出産・子育て応援交付金事業と並行し

て実施してまいります。 

健やか安心基金を活用した医療費助成制度では、高校生まで

の医療費無料化や乳児健康診査及び妊婦健康診査における超

音波検査、妊婦歯科検診の全額助成について引き続き実施する

こととし、予防接種事業では、おたふくかぜの予防接種費用の

半額助成、インフルエンザワクチンの接種につきましては、中

学２年生までのお子様には半額助成を、高校及び大学受験年齢

に当たります中学３年生及び高校３年生には、全額助成を引き

続き行ってまいります。 

美術館及び文化会館において例年実施しております、夏休み

のお子さま向けのイベントにつきましては、地域振興助成基金

を活用し引き続き開催することとし、親子で参加する催し物と

しては、中学校の講堂にてファミリーコンサートの開催を計画

をしております。 

２つ目の「こども園・小学校・中学校までの一貫した教育の

充実」ですが、本町には、充実した保育、教育環境を誇るこど
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も園、小学校、中学校が整備されており、同年代の全ての子ど

も達が、同じ学び舎で１０年余りを共に過ごすことができま

す。この特長を生かし、園児、児童、生徒、教職員の交流事業

などで連携を深め、一層の充実を図ってまいりたいと思ってお

ります。 

まず、令和６年度における新たな取り組みでは、現在、姉妹

都市交流事業の一環として、北海道恵庭市との間で職員の派遣

及び受入れを不定期で相互に実施をしておりますが、令和６年

度は、保育職員の同年度内での相互派遣事業を実施することと

しております。 

保育職員の相互交流を通じ、保育スキルの向上や異なった保

育環境で得られる新たな知識をお互いの組織に還元すること

で、それぞれの組織レベルの向上につなげていければと考えて

おります。 

次に、国際交流事業についてですが、幼少期からグローバル

な感覚を養い、国際的に活躍できる人材の育成を目指し、こど

も園への国際交流支援員並びに小中学校へのＡＬＴの配置は

もとより、中学生の海外派遣、イングリッシュキャンプへの参

加への助成についても、引き続き予算を計上しております。 

海外派遣事業として例年予算計上をしております高校生の

ハワイへの語学留学につきましては、令和６年度は事業を見合

わせ、代わりに中学生のニュージーランドへの派遣事業に対象

の枠を増やして募集することとしております。 

英検、漢検などの各種検定料の助成につきましては継続し、

小中学生・高校生のみならず、全ての町民の皆様を対象として

おりますので、積極的なご活用をお願いしたいと思います。 

さて、令和６年度は、和木小学校が開校１５０周年を迎える

年となります。 

前年度に募集したマスコットキャラクターの発表及び啓発

グッズによる周知のほか、タイムカプセルの開封や記念式典、

講演会の開催、児童による企画イベントなど、在校児童はもち

ろん、卒業生や町民の皆様にも参加していただける事業の展開

を計画しております。是非、より多くの皆様にご参加いただき、
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伝統ある和木小学校の記念すべき年を、一緒にお祝いをしてい

ただければと考えております。 

次に、３つ目の「町民の元気を保つ、健康づくりの支援」で

ございます。 

まず、令和６年度の新規事業として、帯状疱疹の発症及び重

症化、合併症の予防を目的に、帯状疱疹ワクチンの予防接種費

用の一部を助成する制度を新設いたします。５０歳以上の方を

対象に、１回１万円を上限として、２回分までを助成すること

としており、財源は、米空母艦載機配備特別交付金を活用した

健やか安心基金を充当することとしております。 

各種がん検診につきましては、これまでどおり自己負担なし

で受診いただけるよう予算計上しており、県内トップクラスの

高い受診率を維持するとともに、皆様には引き続き年に１度は

検診を受けていただくことで、がんの早期発見、早期治療につ

ながるよう受診をお願いいたします。 

また、聴覚異常の早期発見と適切な支援により、音声言語発

達への影響を最小限に抑えることを目的に、新生児聴覚検査の

全額助成を、そして、３歳児健診の際に、視覚異常を的確に発

見し、適切な治療に結び付けることを目的に、屈折異常等視覚

検査機器を新規に導入する予算を計上しております。  

和木学園構想事業の一つとして、地域包括支援センターを中

心として実施しております「あしゆび体操」「あいうべ体操」「あ

るこう運動」の「３つのあ」元気づくりプロジェクトは、引き

続き推進していき、町民の皆様の運動機能や免疫力のアップを

図ってまいります。 

なお、令和６年度は、小学校を会場として、ＮＨＫ夏季巡回

ラジオ体操が、８月５日に開催されることとなっており、関連

する諸所の予算を計上しております。町民の皆様におかれまし

ては、是非、積極的にご参加いただき、今後の健康づくりのき

っかけにしていただければ幸いと思います。 

４つ目の「防災・防犯体制の充実」では、ソフト、ハード両

面から、災害に強いまちを目指してまいります。 

まずは、令和５年度から開催を延期しております総合防災訓
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練についてですが、令和６年度は大きく分けて２つの訓練を実

施する予定としております。１つ目は、個別避難計画に基づく

避難訓練で、瀬田・関ヶ浜分館を経由してコミュニティセンタ

ーに避難することで、同計画に基づく避難支援や連携要領につ

いて相互認識を図り、その実効性を確認する訓練となります。

２つ目は、地震災害における本部機能訓練で、役場庁舎、和木

中学校グラウンド及び体育館を会場として１０月に開催する

予定としております。具体的な訓練内容としては、シェイクア

ウト訓練、災害対策本部の活動訓練、消防団による消火・救出

訓練、防災講話の開催による住民に対する防災意識の啓発を計

画しております。 

次に、防災情報の伝達手段といたしましては、防災行政無線、

スマートフォン向けアプリやテレホンサービス、防災メールや

気象観測システム等の運用関連経費について引き続き予算計

上し、住民の皆さまに避難勧告等の防災情報を迅速かつ的確に

伝達できる体制を維持してまいります。 

ハード事業といたしましては、小型ガス発電機を避難所とし

て想定される小学校、中学校、コミュニティセンターに各２台、

瀬田・関ヶ浜両分館に各１台設置する費用を新たに予算計上し

ております。ガス発電機は、ガソリン式の発電機に比べ長時間

の使用が可能で、各避難所において最低限の電気の確保を目的

とし、瀬田・関ヶ浜分館においては打ち抜き井戸による水の確

保が可能となります。 

その他のハード事業としては、山口県防災行政無線再整備事

業に係る経費や、岩国地区消防組合東出張所が整備する高規格

救急自動車や指令兼広報車の購入経費の和木町負担分につい

て予算を計上しております。 

次に防犯対策に関する施策では、まず家庭用防犯カメラの設

置費に対する補助金につきましては、犯罪の抑止効果への期待

や、町民の防犯意識の高まりに対応するため、前年度の２倍の

額で予算を計上しております。 

また、和木駅西口の駐輪場に新たに防犯カメラを設置すると

ともに、町内各所に設置しております防犯カメラを維持する経
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費も引き続き計上しており、安全、安心なまち作りを進めてま

いりたいと考えております。 

以上、和木町第５次総合計画の４つの重点施策に沿ってご説

明させていただきましたが、この計画は令和７年度までの計画

となっており、令和８年度からの本町のまちづくりの指針とな

ります「第６次総合計画」の策定に取り組むための予算も計上

しております。 

それでは、その他の事業につきまして説明をさせていただき

ます。 

まず、私が令和３年９月に３期目の町長に就任した際の挨拶

でも少し触れさせていただいておりますが、この度北海道恵庭

市のえこりん村様から２頭のアルパカをお譲り頂けることと

なり、蜂ヶ峯総合公園のポニー広場に、アルパカの飼育小屋を

整備する費用や輸送などの関連諸費用を新たに予算に盛り込

んでおります。 

蜂ヶ峯総合公園で２頭のアルパカの飼育を開始することで、

来園者により親しんでいただけるような公園となるよう期待

をしております。 

次に、地域おこし協力隊事業についてでございますが、令和

６年度は、地域プロジェクトマネージャー制度の活用を計画し

ております。 

地域プロジェクトマネージャーとは、地域を"チーム"として

まとめる人材であり、チームとして機能させる際に、さまざま

な立場にある人々の橋渡しを行いつつプロジェクトの進行を

マネジメントできる人材を想定しています。 

当初予算では、通常の協力隊員の他に、この地域プロジェク

トマネージャーの雇用に要する経費を追加で計上をしており

ます。 

その他、多額の予算を伴う事業としては、国のＤＸ推進計画

の一環として取り組みをすすめております、標準化システムへ

の移行に伴う電算システムの改修費や緑ヶ丘団地第１棟の外

構整備工事を計上しております。 

一方、旧保育所の解体に係る設計業務や不用品廃棄、歴史資
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料館の廃止に要する費用など、公共施設の除去に向けた予算も

計上しております。 

米空母艦載機配備特別交付金については、健やか安心基金、

すくすくこども基金等への各種基金への積立のほか、前述いた

しました避難所への小型ガス発電機の設置、中学校の外壁改

修、文化会館の設備改修、コミュニティセンターの設備改修、

斎場施設の改修、公共下水道設備の更新事業等に充当する予算

としております。また、給食センターの今後の整備方針を検討

するためのコンサル業務委託についても同交付金の活用して

実施することとしております。 

石油貯蔵施設立地対策等補助金につきましては、町道３路線

の改良工事及び簡易水道配水管整備工事と、町民庭球場のオム

ニコート化など全面改修に向けた基金の積立を行うこととし

ております。 

公債費につきましては、４億７，５９９万１千円で、令和５

年度と比較して１，３３２万１千円、２．７％の減額となって

おり、令和６年度末の一般会計における地方債残高は、４４億

３６４万３千円となる見込みでございます。 

最後に、令和６年度予算全体に係る変更点についてご説明さ

せていただきます。 

まず、任期６か月以上で週の勤務時間が一定の基準を超える

会計年度任用職員について、新たに勤勉手当を支給する予算を

全会計で合計約１，５００万円計上しております。 

次に、旅費規程における日当の見直しもさせていただきま

す。詳細につきましては、先の条例改正案でご説明させていた

だいた通りで、こちらは、全会計で約３００万円の減額となる

予定です。 

以上、歳出についての説明とさせていただきます。 

続きまして、歳入予算の内容につきましてご説明させていた

だきます。 

まず、町税の個人町民税ですが、２億６，８７４万８千円で

令和５年度と比較して、８９６万円、３．２％の減額、法人町

民税におきましては、５，０７９万円で、９２万円、１．８％
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の増額を見込んでおります。 

なお、個人町民税につきましては、令和６年度の税制改正に

伴う定額減税見込額２，３６７万円を差し引いた額で計上して

おり、減税見込額の同額を地方特別交付金に振り替え計上をし

ております。個人町民税の減税見込額差引前での令和５年度と

の比較では１，４７１万円、５．３％の増額となっております。 

次に固定資産税でございますが９億６，９８６万円で３８５

万９千円、０．４％の減額となり、町税全体では、１３億３，

０２６万円で、１，２４２万２千円、０．９％の減額となる見

込みでございます。 

その他の交付金につきましては、地方譲与税など５項目は増

額、地方消費税交付金など４項目は減額となると見込んでお

り、合計で、１，９８０万９千円の増額になると見込んでおり

ます。地方交付税につきましては、９億１，０００万円、令和

５年度と比較し、２億７，０００万円、４２．２％の増額の見

込みとしております。これにつきましては、令和５年度の普通

交付税が、前年度の法人町民税の大幅増収により、減額となっ

たことが要因となっております。 

国庫支出金につきましては、米空母艦載機配備特別交付金を

含め５億５，９１１万１千円、対前年度３，８５８万９千円、

７．４％の増額としております。一方、県支出金につきまして

は、石油貯蔵施設立地対策等補助金を含め、１億９，３４５万

５千円、対前年度１，６７１万４千円、８％の減額の見込みと

なっております。 

寄附金につきましては、令和５年１０月のふるさと納税のル

ール改正に伴い、本町の主力となる返礼品が、対象品目外とな

ったことにより、対前年度で１億５００万円、９５．５％の大

幅な減収となる見込みでございます。 

繰入金の内、「減債基金」から７２９万円を繰り入れること

としておりますが、これは、臨時財政対策債の償還金の財源と

するため、令和５年度普通交付税を原資に減債基金に積み立て

たものを、令和６年度及び令和７年度で繰り入れることとして

おります。 
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また、令和４年度に新設いたしました「公共施設等総合管理

基金」からは、９５５万８千円の繰入を予定しております。 

来年度の財政調整基金の取り崩しは、３億４８９万９千円を

計上しており、令和５年度から１億５，３８９万４千円の減額

となっております。前年度と比較すると、財政調整基金の取崩

額は大幅に減少しておりますが、引き続き厳しい予算編成とな

っております。 

なお、令和６年度末の財政調整基金残高は、約１１億円とな

る見込みでございます。 

最後に、町債の総額は１億１，０９０万円で、令和５年度と

比較して２，９９０万円の減額としております。 

 結びにあたり、近年は世界的な新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴い、社会や経済は大きな転換を余儀なくされました。 

和木町におきましては、令和５年度に町制施行５０周年の歴史

的な節目を迎え、この節目の年を新たなスタートとして、より

住みやすく、そして住み続けたいと思っていただける町づくり

を推進するため、５０周年のキャッチフレーズでもある「笑顔

つなぐ つなげる、和木のこころ・未来。」のとおり、未来の

世代に笑顔あふれる和木町の魅力をつないでいかなければな

りません。 

先送りできない課題も多々ございますが、引き続き財政健全

化に取り組み、「緑の風薫る文化のまち和木町」の将来像に向

かって、未来の世代へ引き継ぐことが、私たちが果たすべき役

割ではないかと思っております。 

議員の皆様、町民の皆様方にも引き続きお力添えを賜ります

ようお願い申し上げます。 

以上、令和６年度施政方針、並びに予算案の概要につきまし

て、説明申し上げました。本定例会に提出いたしました令和６

年度予算案並びに諸議案について、ご審議の上、ご承認いただ

きますようお願いを申し上げまして、私の施政方針並びに新年

度予算案の概要説明とさせていただきます。 
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日程第３２ 教育行政施政方針を議題とします。 

施政方針の説明を求めます。 

重岡教育長。 

 

 議会の初日に当たり、令和６年度の教育行政の主な概要につ

いてご説明申し上げ、議員皆様方のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

新型コロナウイルスの感染状況は、ずいぶん落ち着いてまい

りましたが、終息しているわけではありません。まだまだ油断

できない日々が続いております。 

しかしながら、昨年５月、感染症分類の２類から５類に移行

し、各種の制限もなくなり活動が再開されました。  

町制施行５０周年を祝う各種の事業やイベントも、計画どお

りに無事に終えることができました。 

また、園小中では、子どもたちが心待ちにしていた各種の行

事も実施され、たくさんの笑顔が園や学校に戻ってまいりまし

た。 

予測困難な時代を生き抜いていく子どもたちには、自分のよ

さや可能性を認識し、多様な人々と協働する中で、様々な社会

的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会を

維持・発展させていくことが求められています。 

このことを十分に認識し、本町の教育行政を推進するにあた

り、先ほど、町長の施政方針及び当初予算説明を踏まえ、教育

行政の基本的な方針及び主要な施策の一端を申し述べさせて

いただきます。 

昨年６月、新たな教育振興基本計画が閣議決定されました。

また、山口県教育委員会も、昨年１０月に新たな教育振興基本

計画を策定いたしました。 

我が国や山口県の今後の教育の方向性を示す羅針盤となる

べきもので、そこには教育政策のコンセプトとして、「持続可

能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビ

ーイングの向上」の２つが掲げられています。 

国や県の新しい教育振興基本計画には、和木町教育の「町ぐ
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るみ和木学園」の全体構想と大いに重なるものであると感じて

おります。 

現在、「第３次和木町教育振興基本計画」に基づき、教育目

標に「ふるさと和木に誇りと愛着を持ち、和木の将来を担う人

づくり」を掲げて教育行政を進めているところです。  

５か年計画の４年目となる来年度の「和木町教育方針」を策

定しましたので、初めに、国や県の新たな教育振興基本計画の

２つのコンセプトとの関連について申し述べさせていただき

ます。 

１つ目の「持続可能な社会の創り手」については、育成の基

本的な方針の１つに、教育デジタルトランスフォーメーション

が取り上げられております。 

新型コロナ感染症の感染拡大により、社会全体でデジタルを

活用していくことの重要性が飛躍的に高まりました。GIGA ス

クール構想による一人１台端末の整備にもつながったと考え

られます。 

本町では、GIGA スクール構想以前からＩＣＴ環境を十分に

活用した多様な学習に取り組んでまいりました。ＩＣＴ教育を

適正かつ確実に推進しているところです。これは、本町の教育

の「強み」でもあります。 

ICT を使うことが日常化するとともに、教育データを駆使し

て学びや働き方が変革するよう取組を進めてまいります。  

 ２つ目の「日本社会に根差したウェルビーイング」という考

え方の計画の中に、子どもたちのウェルビーイングを高めるた

めには教師のウェルビーイングを確保することが必要である

と明記されています。 

学校の働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の一体

的推進を、スピード感をもって進めていかなければなりませ

ん。 

子どもたちに様々な力を身に付けさせる教員は、子どもたち

の様子を見極め、絶えず指導内容や指導方法を研究し、より深

みのある授業を提供していかなければなりません。教員自らが

学ぶ姿勢や風土を醸成するとともに、各種の研修等を通して、
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教員の授業力の向上に努めてまいります。教職員が志気高く誇

りをもって働けるよう、教育委員会としても環境整備等に全力

で取り組んでまいります。 

それでは、来年度の主要な施策・事業等について、先ほど、

町長が施政方針で述べられた内容と重複するものもございま

すがご説明したいと思います。 

まず、小学校が、創立１５０周年を迎えます。 

来年度は、タイムカプセルの掘り起こしや記念講演会などの

様々なイベントや行事を小学校・小学校ＰＴＡを中心に、教育

委員会も一緒になって企画してまいります。 

中でも「夏期巡回ラジオ体操」の開催地にも選ばれ、大変に

喜んでおります。小学校のグラウンドを会場にして、８月５日

の午前６時３０分から１０分ばかり、ＮＨＫラジオで全国放送

されますので、たくさんの町民の皆さんと一緒に「創立１５０

周年」を祝いたいと計画しております。 

次に、語学研修や各種検定の助成です。 

国際化・グローバル化する社会を生き抜いていく子どもたち

には、英語によるコミュニケーション能力を身に付けることが

求められております。子どもたちが英語に触れ、積極的にコミ

ュニケーションを図ることができる機会として、ニュージーラ

ンドへの海外語学研修や国内で開催されるイングリッシュキ

ャンプを企画してまいります。ただし、ハワイへの語学留学に

ついては見合わせることといたしました。 

また、英語関係の検定や漢字検定、数学検定につきましても、

子どもも大人も目標を持って取り組み、チャレンジしていただ

けるよう検定料の助成を行います。 

 次に、姉妹都市恵庭市への保育教諭及び教育使節団の派遣に

ついてです。 

 来年度は、本町のこども園と恵庭市立すみれ保育園の保育職

員を同時期に相互に派遣するという研修を計画しております。 

 教育使節団の派遣につきましては、隔年で実施することとい

たしました。来年度は和木町から恵庭市へ小中学生を派遣いた

します。 
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次に、特別支援教育の推進といじめの防止、不登校対応の充

実です。 

特別支援教育の推進につきましては、関係機関や関係部署と

連携を図りながら、全児童・生徒を対象とした支援の充実に努

めているところです。誰一人取り残さない、誰にとっても分か

りやすい授業を目指します。また、こども園においても、個に

応じた適切な援助や支援の充実に努めてまいります。  

小学校においては、特別支援学級が増える見込みです。現在

の２学級が、４学級になる予定ですので、しっかり対応してま

いりたいと思います。  

いじめ防止や不登校の対応につきましては、各学校において

現在も取り組んでいるところではございますが、いずれも依然

として増加傾向にあります。これまで以上に未然防止に力を入

れる必要があります。 

特に、子どもたちにインターネットを適切かつ安全に利用す

るスキルを身に付けさせ、ＳＮＳによるいじめ防止にも努めて

まいります。適切に対応できる体制を整える必要がありますの

で、学校だけの取組にとどまらず、家庭や地域、関係機関等と

連携を図りながら、社会全体で子どもたちを見守り、気持ちを

受け止め、子どもたちをいじめから守る体制づくりを考えなけ

ればなりません。 

教育委員会では、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーと連携し、いじめや不登校などの特別な支援等を要

する児童・生徒への更なる支援の充実を図ってまいります。  

次に、学校行事をはじめとした特別活動の在り方についてで

す。 

特別活動における各種の行事は、子どもたちの成長過程の中

で大変貴重な機会となることから、コロナ禍においても、活動

内容や公開の規模などを制限しながら実施してまいりました。 

学校では、子どもや家庭の負担を考慮しつつ、学習指導要領

の趣旨を踏まえた教育活動や教員の働き方改革推進の観点か

ら、行事等については厳選し、実施時間の見直し等を行ってま

いります。 
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その中で、部活動におきましては、地域で子どもたちを育て

るという意識の下、生徒の望ましい成長を支援できる体制や環

境の整備を工夫していきたいと考えております。 

次に、学校給食センターの整備計画につきましては、前回の

議会においても基本構想等のご説明をし、準備を進めていると

ころです。 

来年度においても引き続き、現施設や設備の点検を行いなが

ら、安全・安心な学校給食を安定的に提供できるよう努めてま

いります。 

なお、来年度も、中学校や文化会館、コミュニティセンター

などの施設や設備の工事・改修も実施する予定としておりま

す。安心・安全、快適で、末永く活用していただけるような施

設・設備となるまで、しばらくのご不便をおかけいたしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

以上、令和６年度の主要な施策・事業等について述べせさせ

ていただきました。 

学び続ける社会の形成を進めていくことは、町民一人ひとり

の多様な幸せであるとともに社会全体の幸せでもあるウェル

ビーイングの理念にもつながります。 

全ての町民が生涯にわたって学ぶことのできる「町ぐるみ和

木学園」という本町の教育行政を目ざし、和木町教育が持続可

能な発展をしていくよう町長部局等と連携して進めてまいり

たいと考えておりますので、議員の皆様方、並びに町民の皆様

方のご理解・ご協力をお願い申し上げまして、令和６年度の教

育行政施政方針といたします。 

  

日程第３３ 議案第２４号 令和６年度和木町一般会計予算 

日程第３４ 議案第２５号 令和６年度和木町国民健康保険

特別会計予算 

日程第３５ 議案第２６号 令和６年度和木町介護保険事業

特別会計予算 

日程第３６ 議案第２７号 令和６年度和木町後期高齢者医

療特別会計予算 
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日程第３７ 議案第２８号 令和６年度和木町簡易水道事業

会計予算 

日程第３８ 議案第２９号 令和６年度和木町公共下水道事

業会計予算 

 

以上６議案を町長の施政方針及び教育行政施政方針を議案

説明にかえ、議事進行上、一括して議題とします。 

直ちに質疑に入ります。 

 

町長施政方針及び教育行政施政方針並びに議案第２４号から

議案第２９号までの６議案について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 

 

おはかりします。 

議案第２４号から議案第２９号までの６議案については、議

長を除く９人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

 

したがって、議案第２４号から議案第２９号までの６議案に

ついては、議長を除く９人の委員をもって構成する、予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しまし

た。 
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渡 邊 企 画 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで暫時休憩いたします。 

協議したいことがありますので、全員協議会室にお集まりく

ださい。 

 

休 憩  １２時 １８分 

 

    再 開  １２時 ２０分 

 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

休憩中に行われました委員会において、委員長に嘉屋富公

君、副委員長に上田丈二君が選任されましたのでご報告いたし

ます。 

なお、委員長におかれましては、今会期中に審査を終了して

いただき、最終日までにその結果を議長に報告していただきま

すようお願いいたします 

 

日程第３９ 議案第３０号 山口県市町総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の増加及び共同処理する事務の構成団

体の変更並びにこれに伴う規約の変更について 

これを議題とします。執行の説明を求めます。 

渡邊企画総務課長。 

 

議案第３０号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増加及び共同処理する事務の構成団体の変更並び

にこれに伴う規約の変更についてご説明をいたします。  

本議案は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増加及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこ

れに伴う規約を変更することに関して、地方自治法第２８６条

第１項及び第２９０条の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 

変更の内容といたしましては、令和６年４月１日より、山口

県市町総合事務組合の公平委員会事務及び行政不服審査会事
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務を共同処理する団体に、萩・長門清掃一部事務組合を加え、

また、併せて、規約の別表第１及び第２の各項の団体名につい

て、団体コード順となるよう改正するものでございます。  

なお、この規約の変更は、令和６年４月１日から施行するこ

ととしております。 

以上で議案第３０号の説明を終わります。 

 

本案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり。） 

 

質疑がないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

よって、本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしと認めます。 

本日はこれで散会いたします。 

お疲れさまでした。 

 

 

 

閉  会  １２時 ２３分 

 

 

 

 

 


